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  第 ４ 行政報告

  第 ５ 一般質問

                                           

     本日の会議に付した事件

  日程第１から日程第５まで
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     午前１０時００分  開会

○議長（星 喜美男君） おはようございます。

  全員協議会が大変遅くなってしまいまして、申しわけございませんでした。

  きょうから３月定例会でございます。季節の変わり目で非常に気候が不安定な状況でござい

まして、長丁場になりますので、体調の管理のほう、しっかりとお願いいたしたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。

  ただいまの出席議員数は16人であります。定足数に達しておりますので、これより平成27年

第３回南三陸町議会定例会を開会いたします。

  なお、傍聴の申し出があり、これを許可しております。

  直ちに本日の会議を開きます。

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。

                                           

     日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（星 喜美男君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において２番佐藤正明君、３番及

川幸子君を指名いたします。よろしくお願いいたします。

                                           

     日程第２ 会期の決定

○議長（星 喜美男君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

  お諮りいたします。

  本定例会の会期は、議会運営委員会での協議もあり、本日から３月23日まで21日間とし、う

ち休会を７日、８日、11日、14日、15日、21日、22日にいたしたいと思います。これにご異

議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、会期は本日から３月23日までの21日

間と決定いたしました。

                                           

     日程第３ 諸般の報告

○議長（星 喜美男君） 日程第３、諸般の報告を行います。

  過日開催されました全国町村議会議長会定例総会において、三浦清人議員が自治功労表彰を
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受賞されましたので、ここで先例により表彰状の伝達を行います。三浦清人君、前にお進み

ください。

表 彰 状

                           宮城県南三陸町 三浦 清人殿

  あなたは、町村議会議員として長年にわたり地域の振興発展及び住民福祉の向上に尽された

功績はまことに顕著であります。よって、ここにこれを表彰します。

  平成27年２月６日

                          全国町村議会議長会会長

                            蓬 清二

     〔表彰状伝達〕（拍手）

○議長（星 喜美男君） 議会閉会中の動向、町長送付議案及び説明のための出席要求につきま

しては、お手元に配付したとおりであります。

本定例会に、お手元に配付しておりますとおり、議員提出議案１件、請願１件、陳情２件が

提出され、これを受理しております。

  次に、民生教育常任委員会より、お手元に配付しておりますとおり、請願審査報告書が提出

されております。

  次に、監査委員より、お手元に配付しておりますとおり、定期監査報告書、例月出納検査報

告書が提出されております。

  次に、一般質問は、及川幸子君、高橋兼次君、後藤伸太郎君、今野雄紀君、小野寺久幸君、

菅原辰雄君、以上６名より通告書が提出され、これを受理しております。

  次に、総務常任委員会より、お手元に配付したとおり、閉会中の所管事務調査報告書が提出

されておりますので、職員をして朗読させます。朗読は、全文の朗読を省略し、必要部分の

みといたします。局長。

○事務局長（芳賀俊幸君） それでは、議会資料の３ページをお開きください。

  平成27年２月23日。

  南三陸町議会議長 星 喜美男殿。

  総務常任委員長 三浦清人。

  平成26年第12回定例会で議決された、閉会中の所管事務調査を行った結果を下記のとおり報

告します。

記
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  １、調査を行った日  平成27年２月10日（火）

  ２、調査の場所    役場庁舎２階議員控室ほか現地

  ３、調査の事件    震災復興への取り組みについて

  ４、調査目的、５、調査項目、６、調査の概要、７、結びについては記載のとおりでござい

ます。

○議長（星 喜美男君） 委員長の補足説明がありましたら、説明を求めます。三浦清人君。

○14番（三浦清人君） それでは、ただいま当委員会の所管事務調査の報告であります。

  皆様方には、４ページに結びということで報告しておりますので、これを読み上げたいと思

います。

  震災から４年が経過しようとしています。であれば、５年とされている集中復興期間はあと

１年である。

  それに対して、漁港整備の復旧工事の進捗率56.1％である。

  当然、工期内に工事が完了するのかという懸念がある。現時点で業者からの工期延長の申し

入れなどはないということだが、各種の復興事業か錯綜している昨今、需要が供給を上回る

のは必至の状況であり、町としてその対応をどうするのか、依然大きな課題である。

  また、復興事業は現状復旧が原則であり、実際に利用する地元の町民が使いやすい形での復

旧ができるのかという問題もある。創造的復興のために機能性を向上させながらの復旧・復

興を目指すべきと考えるが、その際に前述の原則が障害となっていることは否めない。加え

て、漁港設備の中には震災前に工事が計画、実施されていた場所もあり、その事業は復旧が

完了した後に別工事で行われなければならない。震災によりあらゆるものを流され失いなが

らも、地元の漁港で懸命に働いてきた町民に対し、創造的復興という言葉の意味を納得いく

形で示せるかどうか、町の覚悟が問われている。

  現地調査をした漁港以外にも、細浦、石浜、折立など、その地域特有の課題を抱えている場

所があり、地元との協議、連携をこれからも続ける必要がある。

  建造物を造って、それで復興が終わるわけではない。復興の先の発展を見据えて、復旧した

施設をどう活用し、町としてどう豊かになっていくのか、地元の声をつぶさに聞く姿勢が大

切であると考える。

  以上で報告を終わります。

○議長（星 喜美男君） 委員長報告並びに委員長説明に対し疑義がありましたら、疑義をただ

す発言を許します。（「なし」の声あり）ないようでありますので、以上で総務常任委員会
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所管事務調査報告を終わります。

  次に、産業建設常任委員会より、お手元に配付したとおり、閉会中の所管事務調査報告書が

提出されておりますので、職員をして朗読させます。朗読は、全文の朗読を省略し、必要部

分のみといたします。局長。

○事務局長（芳賀俊幸君） 議会資料の５ページをお開きください。

  平成27年２月23日。

  南三陸町議会議長 星 喜美男殿。

  産業建設常任委員長 山内昇一。

  平成26年第12回定例会で議決された、閉会中の所管事務調査を行った結果を下記のとおり報

告します。

記

  １、調査を行った日  平成26年11月28日（金）

             平成27年２月９日（月）

  ２、調査の場所    役場庁舎２階議員控室

             町内農業施設

  ３、調査の事件 産業振興について

  ４、調査目的、５、調査項目、６、調査の概要、７、結びについては記載のとおりでござい

ます。

○議長（星 喜美男君） 委員長の補足説明がありましたら、説明を求めます。山内昇一君。

○10番（山内昇一君） ただいま、事務局をして説明したとおりでございますが、私も結びをお

話ししたいと思います。

  本町の被災した農地を復旧する圃場整備は28年までとなっておりますが、復旧計画から現地

調査結果の検討では、震災前の状況を取り戻すことは非常に厳しいと思われます。

津波の被害で長年土づくりをしながら耕作してきた土が使えず、新たに土づくりから始まる

こと、また耕作者の高齢化、担い手の不足、初期の資金不足、所得の問題、さらにはこれか

ら進む農業改革など、農業経営の取り巻く環境は非常に厳しい状況でございます。

しかしながら、農業振興の再生に取り組まなければならない。そのためには、農業のもとで

ある農地基盤を早期に整備し、農業経営の再建を図るために、農家の後継者のみならず、非

農家の就農希望者など、さまざまな層から農業の担い手を育成し、地域の特性を生かし作物

を育て、収穫の恵みが感じられるよう、あすに希望を持てる経営支援の取り組みが望まれま
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す。被災農家の経営再建が早期に進められることを強く期待するものであります。

  以上です。

○議長（星 喜美男君） 委員長報告並びに委員長説明に対し疑義がありましたら、疑義をただ

す発言を許します。（「なし」の声あり）ないようでありますので、以上で産業建設常任委

員会所管事務調査報告を終わります。

  次に、民生教育常任委員会より、お手元に配付したとおり、閉会中の所管事務調査報告書が

提出されておりますので、職員をして朗読させます。朗読は、全文の朗読を省略し、必要部

分のみといたします。局長。

○事務局長（芳賀俊幸君） では、議会資料、８ページをお開きください。

  平成27年２月24日。

  南三陸町議会議長 星 喜美男殿。

  民生教育常任委員長 菅原辰雄。

  平成26年第12回定例会において議決された、閉会中の所管事務調査を行った結果を下記のと

おり報告します。

記

  １、調査を行った日  平成27年１月26日（月）

  ２、調査の場所    南三陸町被災者生活支援センター

  ３、調査事件    民生教育行政について

  ４、調査目的、５、調査項目、６、調査の概要、結びにつきましては記載のとおりでござい

ます。

○議長（星 喜美男君） 委員長の補足説明がありましたら、説明を求めます。菅原辰雄君。

○11番（菅原辰雄君） それでは、結びを朗読いたします。

  被災から４年近くなり、それぞれの状況が違ってくるに従い、焦りや遠慮などから心の隔た

りが生じている部分も見受けられるので、なお相当期間のきめ細かい支援の継続が必要であ

る。

  復興はまだこれからであり、被災者の心の支えとなっている支援員の活動は今後一層重要に

なってくるものと思われ、町外移転者についても、現地自治体での同じような支援の継続や

これまでの活動で見えてきたコミュニティーの再構築、独居高齢者に対する通院や買い物の

利便性などのきめ細かい生活上の支援、若者が定住できる職場、インフラの整備、産業再生

など、町へのつながり、町外在住者の帰町意欲を失わせないための一層の取り組みが必要で
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あります。

  以上です。よろしくお願いしたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 委員長報告並びに委員長説明に対し疑義がありましたら、疑義をただ

す発言を許します。（「なし」の声あり）ないようでありますので、以上で民生教育常任委

員会所管事務調査報告を終わります。

  次に、議会運営委員会より、お手元に配付したとおり、閉会中の調査報告書が提出されてお

りますので、職員をして朗読させます。朗読は、全文の朗読を省略し、必要部分のみといた

します。局長。

○事務局長（芳賀俊幸君） それでは、議会資料の10ページをお開きください。

  平成27年１月22日。

  南三陸町議会議長 星 喜美男殿。

  議会運営委員長 後藤清喜。

  平成26年第12回定例会において議決された、閉会中の所掌事務調査を行った結果を下記のと

おり報告します。

記

  １、調査を行った日  平成27年１月22日（木）

  ２、調査の場所    役場庁舎２階議員控室

  ３、調査の事件    議会の運営に関する事項

  ４、調査の概要につきましては記載のとおりでございます。

  11ページをお開きください。

  平成27年２月13日。

  南三陸町議会議長 星 喜美男殿。

  議会運営委員長 後藤清喜。

  平成26年第12回定例会において議決された、閉会中の所掌事務調査を行った結果を下記のと

おり報告します。

記

  １、調査を行った日  平成27年２月13日（金）

  ２、調査の場所    役場庁舎２階議員控室

  ３、調査の事件    議会の運営に関する事項

  ４、調査の概要につきましては記載のとおりでございます。
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  12ページをお開きください。

  平成27年２月26日。

  南三陸町議会議長 星 喜美男殿。

  議会運営委員長 後藤清喜。

  平成26年第12回定例会において議決された、閉会中の所掌事務調査を行った結果を下記のと

おり報告します。

記

  １、調査を行った日  平成27年２月26日（木）

  ２、調査の場所    役場庁舎２階議員控室

  ３、調査の事件    議会の運営に関する事項

  ４、調査の概要につきましては記載のとおりでございます。

○議長（星 喜美男君） 委員長の補足説明がありましたら、説明を求めます。後藤清喜君。

○13番（後藤清喜君） ただいま局長が朗読したとおりでございますので、ご賛同よろしくお願

いいたします。

○議長（星 喜美男君） 委員長報告並びに委員長説明に対し疑義がありましたら、疑義をただ

す発言を許します。（「なし」の声あり）ないようでありますので、以上で議会運営委員会

調査報告を終わります。

  次に、議会広報に関する特別委員会より、お手元に配付したとおり、閉会中の調査報告書が

提出されておりますので、職員をして朗読させます。朗読は、全文の朗読を省略し、必要部

分のみといたします。局長。

○事務局長（芳賀俊幸君） 議会資料、13ページをお開きください。

  平成27年２月24日。

  南三陸町議会議長 星 喜美男殿。

  議会広報に関する特別委員長 髙橋兼次。

  平成26年第12回定例会において議決された、閉会中の継続調査を行った結果を下記のとおり

報告します。

記

  １、調査を行った日  平成27年１月８日（木）・１月14日（水）

             １月15日（木）・１月20日（火）

  ２、調査の場所    役場庁舎２階議員控室
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  ３、調査の事件    議会広報及び広聴に関する調査

  ４、調査の目的、５、調査の結果につきましては記載のとおりでございます。

○議長（星 喜美男君） 委員長の補足説明がありましたら、説明を求めます。髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） おはようございます。

  ただいま局長が朗読したとおりでありまして、議会だより発行に向けての調査をした次第で

あります。よろしくお願いします。

○議長（星 喜美男君） 委員長報告並びに委員長説明に対し疑義がありましたら、疑義をただ

す発言を許します。（「なし」の声あり）ないようでありますので、以上で議会広報に関す

る特別委員会調査報告を終わります。

  次に、三陸縦貫自動車道建設促進に関する特別委員会より、お手元に配付したとおり、閉会

中の調査報告書が提出されておりますので、職員をして朗読させます。朗読は、全文の朗読

を省略し、必要部分のみといたします。局長。

○事務局長（芳賀俊幸君） 議会資料、14ページをお開きください。

  平成27年１月22日。

  南三陸町議会議長 星 喜美男殿。

  三陸縦貫自動車道建設促進に関する特別委員長 山内孝樹。

  平成26年第12回定例会において議決された、閉会中の継続調査を行った結果を下記のとおり

報告します。

記

  １、調査を行った日  平成27年１月22日（木）

  ２、調査の場所    役場庁舎２階大会議室兼議場

  ３、調査の事件    三陸縦貫自動車道建設促進に関する調査

  ４、調査の項目    三陸縦貫自動車道の整備状況について

  以上でございます。

○議長（星 喜美男君） 委員長の補足説明がありましたら、説明を求めます。山内孝樹君。

○15番（山内孝樹君） ただいま事務局長をして朗読説明していただいたとおりでございます。

よろしくお願いいたします。

○議長（星 喜美男君） 委員長報告並びに委員長説明に対し疑義がありましたら、疑義をただ

す発言を許します。（「なし」の声あり）ないようでありますので、以上で三陸縦貫自動車

道建設促進に関する特別委員会調査報告を終わります。
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  次に、議会行財政改革に関する特別委員会より、お手元に配付したとおり、閉会中の調査報

告書が提出されておりますので、職員をして朗読させます。朗読は、全文の朗読を省略し、

必要部分のみといたします。局長。

○事務局長（芳賀俊幸君） 議会資料、15ページをお開きください。

  平成26年12月19日。

  南三陸町議会議長 星 喜美男殿。

  議会行財政改革に関する特別委員長 山内孝樹。

  平成26年第12回定例会において議決された、閉会中の継続調査を行った結果を下記のとおり

報告します。

記

  １、調査を行った日  平成26年12月19日（金）

  ２、調査の場所    役場庁舎２階議員控室

  ３、調査の事件    議会における行財政改革に関する調査

  ４、調査の項目    住民懇談会報告内容の検討

  16ページをお開きください。

  平成27年１月７日。

  南三陸町議会議長 星 喜美男殿。

  議会行財政改革に関する特別委員長 山内孝樹。

  平成26年第12回定例会において議決された、閉会中の継続調査を行った結果を下記のとおり

報告します。

記

  １、調査を行った日  平成27年１月７日（水）

  ２、調査の場所    役場庁舎２階議員控室

  ３、調査の事件    議会における財政改革に関する調査

  ４、調査の項目    議会と住民との懇談会のまとめについて

  以上でございます。

○議長（星 喜美男君） 委員長の補足説明がありましたら、説明を求めます。山内孝樹君。

○15番（山内孝樹君） ただいま事務局長をいたしまして朗読説明のとおりでございます。よろ

しくお願いします。

○議長（星 喜美男君） 委員長報告並びに委員長説明に対し疑義がありましたら、疑義をただ
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す発言を許します。（「なし」の声あり）ないようでありますので、以上で議会行財政改革

に関する特別委員会調査報告を終わります。

  次に、東日本大震災対策特別委員会より、お手元に配付したとおり、閉会中の調査報告書が

提出されておりますので、職員をして朗読させます。朗読は、全文の朗読を省略し、必要部

分のみといたします。局長。

○事務局長（芳賀俊幸君） 議会資料の17ページをお開きください。

  平成27年２月13日。

  南三陸町議会議長 星 喜美男殿。

  東日本大震災対策特別委員長 山内孝樹。

  平成26年第12回定例会において議決された、閉会中の継続調査を行った結果を下記のとおり

報告します。

記

  １、調査を行った日  平成27年２月13日（金）

  ２、調査の場所    役場庁舎２階大会議室兼議場

  ３、調査の事件    東日本大震災に関する対策

  ４、調査の項目    防災対策庁舎解体決定以後の経過について

  18ページをお開きください。

  平成27年２月20日。

  南三陸町議会議長 星 喜美男殿。

  東日本大震災対策特別委員長 山内孝樹。

  平成26年第12回定例会において議決された、閉会中の継続調査を行った結果を下記のとおり

報告します。

記

  １、調査を行った日  平成27年２月18日（水）・19日（木）

  ２、調査の場所    東京都 復興庁ほか

  ３、調査の事件    東日本大震災に関する対策

  ４、調査の項目    東日本大震災に関する要望活動

  以上です。

○議長（星 喜美男君） 委員長の補足説明がありましたら、説明を求めます。山内孝樹君。

○15番（山内孝樹君） ただいま事務局長をして朗読説明のとおりであります。お取り計らいよ
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ろしくお願いいたします。

○議長（星 喜美男君） 委員長報告並びに委員長説明に対し疑義がありましたら、疑義をただ

す発言を許します。（「なし」の声あり）ないようでありますので、以上で東日本大震災対

策特別委員会調査報告を終わります。

  これで諸般の報告を終わります。

                                           

     日程第４ 行政報告

○議長（星 喜美男君） 日程第４、行政報告を行います。佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） おはようございます。

  本日、平成27年第３回定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様にはご多忙の中ご出席

を賜り、感謝を申し上げます。

  平成27年第２回臨時会以降の行政活動の主なものとして、ＵＰＺ関係自他体首長会議におけ

る女川原子力発電所に係る安全確保に関する協定等内容の合意についてについてご報告申し

上げます。

  本件は、先月20日に登米市迫公民館を会場に開催された、本町並びに登米市、東松島市、涌

谷町及び美里町の関係市町、２市３町の首長で構成するＵＰＺ関係自治体首長会議において、

近く宮城県知事を立会人として東北電力株式会社との締結を予定する女川原子力発電所に係

る登米市、東松島市、涌谷町、美里町及び南三陸町の住民の安全確保に関する協定書並びに

宮城県知事との取り交わしを予定する女川原子力発電所周辺の安全確保に関する協定書に係

る覚書の内容について、合意に至ったものであります。

  １点目となる、いわゆる東北電力との安全協定については、関係市町の住民の安全確保を目

的に、主として女川原子力発電所に係る積極的な情報の公開や異常時における通報連絡とい

った事項のほか、宮城県が立ち入り調査を行う場合における関係市町職員の同行、宮城県及

び立地市町に対し原子炉施設の新増設等に係る事前協議を行った場合における関係市町への

報告、さらには住民の方々に風評被害を含む損害を与えた場合には誠意をもって賠償するこ

となどに関し、あらかじめ定めるものであります。

また、２点目となる宮城県との覚書については、東北電力から県に対し原子炉施設の新増設

等に係る事前協議があった場合においては、県は関係市町にその内容を説明すること、さら

にはその説明に際し関係市町から意見等があった場合には、県は東北電力に必要な回答をす

るに当たり関係市町の意見を付して行うといったことについて定めるものであります。
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これらは、今後、関係市町において必要な手続を行うなどした後、今年度中の締結・取り交

わしを予定するものであります。この協定の締結等は、原子力災害に関し町民の方々の安

全・安心を確保するための第一歩として行うものであり、現在進めている広域避難計画の策

定等もあわせ、町民の方々の命を守るための取り組みについて、国、県とも連携しながら、

引き続き積極的に展開してまいります。

  以上を申し上げ、行政報告とさせていただきます。

○議長（星 喜美男君） 暫時休憩をいたします。

  町長の行政報告に対し伺いたいことがあれば、休憩間に伺ってください。

     午前１０時３２分  休憩

                                           

     午前１１時２０分  開議

○議長（星 喜美男君） 再開いたします。

  休憩間の質疑を続行いたします。ございませんか。

  ないようでありますので、休憩前に引き続き会議を開きます。

  書面にて提出された工事関係等の行政報告に対する質疑を許します。ございませんか。14番

三浦清人君。

○14番（三浦清人君） その１、その３ということで、いずれも指名競争入札でやられておりま

す。

  額も大した金額ではないということで多分指名競争ということになるのだろうと思いますが、

一番は額かなと思いますが、これは副町長に質問なのかなと。副町長さんとは長い間、こう

いう質問も今定例会限りかなと思うと大変寂しく感じるのでね。

  こういった設計の入札関係の一般競争入札というのはどういうふうになるのか。額というこ

とになると思いますけれども、こういった種類の設計業務委託料、設計業務委託料という名

称だからこそ指名競争なのだということになるのかどうなのか。その辺のところ、区分です

かね、どうなんでしょうかね。

○議長（星 喜美男君） 遠藤副町長。

○副町長（遠藤健治君） まずもって、工事関係ですけれども、ご案内のように、1,000万以上

の工事については、基本的には一般競争入札と。それ以下のものについては指名競争入札と

いう一定の基準のもとでこれまでも進めてまいりました。

  ご質問にございます設計業務ですけれども、なかなかご案内のように設計業務でもさまざま
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でございまして、競争入札といいますか、果たして金額だけで業者を決定するような決定の

仕方はどうなのだろうという議論、いろいろ検討しまして、近年でいえば、額ということだ

けではなくて、庁舎とか病院もそうですけれども、いわゆるプロポーザル方式でそれぞれ提

案していただいて、そこにふさわしい技術力とか、総合的な評価の中から業者を決定してい

るというやり方がございますし、こういった一定の部分については、災害復旧もそうなんで

すけれども、何千万以下とかとは決めてございませんけれども、基本設計とかそういったも

のについては本町でこれまでの実績のある、あるいは指名競争入札の参加申請があった業者

の中から指名して指名競争入札ということで業者の決定を行っているというような扱いで進

めてきております。

○議長（星 喜美男君） 三浦清人君。

○14番（三浦清人君） 指名する際に、例えば工事だとＳとかＡとかランクがありますよね。こ

ういった設計業務の場合にはランクとかというのはどういうふうになっておるのか。私ども、

正直言って、ここに掲げられております設計屋さん、会社、どれほどの規模かわからないん

ですよね、大きさ。建設であれば、スーパーゼネコンとか、あるいは地元業者であれば大体

あの業者はこれぐらいの工事であれば妥当であろうとか、いろいろ判断はできるのですが、

設計業者さんの規模、例えば社員が何人以上、一級建築士が何人以上とか、設計ですからね、

そういった何か基準みたいな、制約みたいなものはあるんですかね。それも額で決まってい

るのですか。額によるんですかね。どの辺、どうなっていますか。

○議長（星 喜美男君） 遠藤副町長。

○副町長（遠藤健治君） 当然、プロポーザルとか何か、規模によりますと、会社そのものの規

模、特にそういう技術者の保有体制とか、それから今町が入札に付そうとするような同類の

施設の設計等について実績を有しているかとか、そういったものを基準にしてございますけ

れども、きょう資料として上げておりますこの種の分については、特段何名以上とかという

ことで、設計業者の場合、いわゆる総合評定といいますか、そういうものは特段点数化して

ございませんので、あくまでもこれまでの本町に係る公的施設の実績のある業者という形で、

その範囲内で指名をしているというようなのが現状でございます。

  なお、基準とかそういったものについて、詳細について、もしあれば建設課長から補足させ

ます。

○議長（星 喜美男君） 建設課長。

○建設課長（三浦 孝君） 設計のコンサルにつきましては、県ではＡとＢに区分しております。
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  ただ、その区分の基準などを私も承知はしておりませんが、今回の業務に当たりましては、

先ほど副町長が申したとおり基準もあるのですが、町では採用していないという状況なので、

これまで実績のある会社さんを指名させたという状況でございます。

○議長（星 喜美男君） よろしいですか。

  ほかに。（「なし」の声あり）ないようでありますので、以上で工事関係等の行政報告に対

する質疑を終了いたします。

  以上で行政報告を終わります。

  暫時休憩をいたします。

     午前１１時２７分  休憩

                                           

     午前１１時２８分  開議

○議長（星 喜美男君） 再開いたします。

                                           

     日程第５ 一般質問

○議長（星 喜美男君） 日程第５、一般質問を行います。

  通告１番及川幸子君。質問件名、１、結婚問題について、２、社会教育の充実について。以

上２件について、一問一答方式による及川幸子君の登壇発言を許します。及川幸子君。

     〔３番 及川幸子君 登壇〕

○３番（及川幸子君） おはようございます。３番及川幸子です。

  ３月、弥生の季節になり、日差しは春を感じさせられます。特にきょうは３月３日のおひな

様なのでうれしく思っております。

  それでは、議長の許可を得ましたので、登壇より質問させていただきます。

  通告１点目は、結婚問題についてでございます。

12月定例会の一般質問で、人口減少対策について私が質問した際、町長の答弁では、この問

題は将来に向け最重要課題と認識しているが、特効薬がないとの答弁でございました。この

町にとっては最重要課題と考えるならば、早急に何とかしなければならない問題ではないか

と考えます。

今回、私は、この問題に関係する出生率拡大について別な視点から考えてみて、質問に立ち

ました。

  町内には結婚なされていない人が大勢おりますので、個人の自由とはいえ、私は危機感を持
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っております。この震災で町を離れていく人はとめようがございませんが、多くの独身の

方々に結婚してもらえるよう、町を挙げて婚活など、出会いの場を提供していくよう施策と

して考えてもらいたいのです。一度に多くの出生を望めないですが、町を挙げてこの結婚問

題に真剣に取り組んでいくことが大事ではないでしょうか。

  子供は町の宝です。この先10年、20年続けていけば、きっとふるさとを愛し、時代を担う子

供たちがふえていくことと思います。このことに対して、町長の考えをお伺いいたします。

  以上、登壇からの質問を終わります。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） それでは、及川議員の結婚問題についてのご質問にお答えさせていただ

きます。

  少子化、人口減少対策ということについて、当町が将来に向けて発展的復興を目指していく

ための重要課題だと認識いたしております。

  議員ご提案の婚活につきましては、旧町においても結婚相談連絡協議会によって、町の事業

として結婚相談書を開設し活動を行ってまいりましたが、結婚に対する社会的情勢の変化や

価値観などの多様化などによりまして、当該協議会内での個々具体の情報交換だけでは相談

者の減少に歯どめがかからず、解散したという経緯があります。

  個人の結婚観に対し、行政がどこまで介入できるかと、取り組みに際してはデリケートな部

分もございますので、結婚に対する意識をいかに持ってもらうかなどの啓発につながるよう

な取り組みが大事だと思います。

  復興半ばの当町にとっては、防災集団移転、災害公営住宅の整備に代表される住まいの確保

を進めるとともに、いかに地元企業に就職してもらうかなどの雇用創出対策として、将来の

企業誘致を想定した基盤整備等のハード事業を進めているところであります。

  一方、今後復旧から復興へ移行していく中で、議員ご指摘のとおり、人口流出に歯どめをか

け、子育てや教育分野を中心に、魅力あるまちづくりを進めるソフト事業も同時に推進して

いかなければならない時期にも来ていると認識いたしております。

  今後、地方創生に基づき、当町の実情に応じた地方版総合戦略を平成27年度中に作成する予

定であり、地域の雇用を創出し、交流型観光によって地方への人の流れを変える、具体的な

戦略が必要となったところでもあることから、移住者等が当町で仕事をし、この地に住みな

がら結婚を意識して生活できる環境や、結婚適齢期の若者に対する各種婚活イベントに対し、

民間事業者の方にも力を期待しながら、支援等を検討していきたいと考えております。
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○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。

○３番（及川幸子君） ただいま答弁いただきましたけれども、旧歌津町の時代には、仲人奨励

金などもやっておりました。ただいま町長が話されたように、結婚相談員などの事業もやっ

ておりました。

  でも、それが消えてしまいましたけれども、やはり今考えると昔は仲人さんたちがいて、い

ろんなことを隣近所、そして親戚、そういう人たちに手伝いをもらいながらといいますか、

心配されながら生活してきて、それぞれ皆さんお見合いしたりという中で結婚が育まれてき

たわけですけれども、今はプライバシーということで、なかなかそこに入れない実情がある

わけですけれども、昔はなぜよかったかということを考えると、やはりそこにはコミュニテ

ィーもあり、どこの誰ということが、皆さん近所づき合いもしていて、情報も流れていまし

た。

  今は個人情報保護法自体がつくられて、そういうところが目に見えないところになってきて

いましたけれども、ここの議場の中でも、それぞれお仲人をした人しない人、何回もしてい

る人、一回もしない人とおりますけれども、やはりそういうお世話をすることも大事、お世

話されることも大事、そういうことで親近感が湧いて結婚に結びついていくものだと思うの

ですけれども、それらをやっていくにはどうしたらいいかなということを考えながらやって

いったほうがいいのかなと思いました。

  今、当町には、交流人口でいろんなところからボランティアさんが入っておりますけれども、

そういうボランティアさんたちも南三陸に住みたい、また来たい、結婚したいという人たち

も中にはいると思います。実際に結婚している人たちもおりますけれども、そういう人を巻

き込みながら、やはり民間にだけ任せていないで、町の事業として取り組んでいくのも一つ

の方法かなと思います。

  というのは、仲人役をそれぞれ皆さん個人個人が意識の中で置きながら生活していくという

ことも大事なのではないかなと思いますけれども、そういう町の事業としてこれから取り組

んでいくことができるのかどうか、もう一度お伺いいたします。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 今、昔のお話ということで、お話を頂戴しましたけれども、確かに昔は

おせっかいなご近所とか、あるいはお世話をする方とかがたくさんいらっしゃって、キュー

ピッド役を果たしていただいたという経緯がございますが、残念ながら社会的環境の変化と

いいますか、そういう状況の中でなかなかそういう方が地域で段々少なくなってきたという
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現状がございます。

  私ども、旧歌津も旧志津川もそうですが、結婚相談所を開設しても、そこにもう人が足を運

ばなくなったという現状がございまして、そういった関係で廃止ということになっていった

経緯がございますが、いずれにしましても、結びつけるそういう環境が年々希薄になってき

たということがある意味事実としてあると思います。

  今、いろいろボランティアの皆さんのお話等もございまして、実際結婚をされた方々もたく

さんいらっしゃいます。ですから、そういった中でお話しいただくのは、残念ながら今当町

に新婚世帯を持つという、そういう住むうちがないというお話もいただいてございまして、

そこは今こういう状況の中では大変難しいだろうと思いますが、いずれにしましても結婚を

どういう形の中で結びつけるかということについては、震災前も婚活イベント等の開催を民

間の方々にやっていただきましたが、これからも民間の方々にそういった婚活イベントも含

めて展開していただきたいと思いますし、また行政としてどういうかかわりができるのかと

いうことについても、我々も少しその辺は検討させていただきたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。

○３番（及川幸子君） 今、当町では、出生率が多分２人に満たないかと思うんですけれども、

何になっているか、把握していますでしょうか。

○議長（星 喜美男君） 企画課長。

○企画課長（阿部俊光君） 出生率というお尋ねですが、関連で、手持ちの資料で出生数という

ことでよろしいでしょうか。

  26年度を今ちょっと数えてみたのですが、母子手帳の交付状況なども含めますと、志津川、

歌津合わせまして70人ぐらいの出生、前年は67、その前が73、おおむね70人前後で推移して

いるということでございますので、出生率といいますか、これを人口1,000人当たりで割り返

したのが何点何ぼということで、4.8ぐらい、0.48ですか、だと思っております。

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。

○３番（及川幸子君） 今、大体年間の出生者数が67とか70人とか、70人ぐらいを推移している

わけですけれども、前回の私の一般質問でも、保健センターあたりでその辺を精査できない

のかなということを問いかけましたけれども、数字を保健福祉課長は持っていないというこ

となんですが、１人当たりの出産する人数が２人に満たないと思うんですよ、1.7とか1.8と

か、平均しますと。そうすると、夫婦２人で子ども２人を産まないのだということで、それ

がマイナスなわけですね。３人産めば１人が社会貢献となるわけですけれども、そういうよ
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うな指導も大事ではないかなと思うんです。保健センターで産後の経過とか家族計画とか、

保健センターではいろんな健診を扱っていますけれども、その辺などの指導ですね、そうい

うことも小さいながらも大事なこと、積み重ねになっていくのではないかなと思われます。

  それからもう１点、私の考えていることは、今当町では社会福祉委員を置いております。厚

生労働省では民生委員という立場で委嘱しておりますけれども、町では社会福祉委員として

置いております。民生委員は、民生安定のために常に町民に寄り添った生活をなさっており

ます。その民生委員方と情報を共有しながら、社会教育委員に新たな委嘱状を交付して、結

婚相談事業や婚活事業などを立ち上げていくのも一つの方法かなと考えてみました。

  情報がないところでは何も身をもってできないんですけれども、せめてそういう小さな地区

単位でもいいですから、月に１回でもそういう情報交換などをして、それを婚活の事業所と

か、そういうところに上げてやるという方法も一つの方法かなと思うのです。

  こういうことは１年やったからすぐ結果が出るとかというものでなくて、継続してやること

で、それがその町の産物ではないんですけれども、特徴あるものというものになっていく姿

かなと思われるのですが、そういうような結婚に結びつかせるということの施策、そういう

ものがあってもしかりかなと思うんですけれども、どういうお考えか、お願いいたします。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 今、一つのご提案ということで、社会福祉委員あるいは民生委員さんと

いうことで、そういった形の中で婚活の一翼を担っていただけないかというご案内でござい

ますが、こちらから一方的に民生委員の皆さん方にこうだということでお話しするのはなか

なか問題があると思います。

  といいますのも、多分ご承知だと思いますが、民生委員さん、当町としては全て配置してお

りますが、受けてもらっておりますが、残念ながら今民生委員さんになり手もいないという

こともございまして、これは各自治体で大変頭の痛いところでございますが、こういった婚

活の問題も担っていただきたいということで仕事をまたふやすということになりますと、こ

れまでもなかなか民生委員さんのなり手がないという中にあって、またそれに拍車がかかっ

てしまうという懸念も実は一つ持ってございまして、こちらから投げかけることはできると

思いますが、いずれあとは民生委員さん等の自主的な判断になってくるのだろうなという思

いがいたしてございます。

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。

○３番（及川幸子君） 私は、民生委員に婚活をしてくれと言ってはいないんです。民生委員さ
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ん方の情報交換、どこにこういう人がいますよ、その地区であれば、民生委員さん方がどこ

の誰ということをわかりますので、もちろんその独身の方にどうですかという投げかけはし

ますけれども、婚活自体はＮＰ０なり町の事業なりでやっていただいて、そこに情報を共有

するということです。民生委員さん方に、社会福祉委員ですかね、町で言えば。そういうと

ころから情報を上げてもらう。ニーズを上げてもらう。連携プレーの中で、そういうことを

やっていただく。もちろん婚活事業をやるとなるといろんな経費もかかりますし、大変仕事

が民生委員以上の大きな仕事になります。負担が大きくなります。

  そうではなくて、今言ったように情報を上げていただく、そういう形で地域の実情を把握で

きている民生委員さんが適任かなと思われるのです。高齢者問題、それから子育て問題、い

ろいろございます。その中の一つとして、独身の人たちがいますよと、民生委員さん方がそ

ういう人たちを洗い出していただきたいということです。

  ここに民生委員信条がございます。１つ目、「わたくしたちは、隣人愛をもって、社会福祉

の増進に努めます」。２つ、３つ、４つ、５つもありますけれども、こういう中でこの復興

を乗り越えていくには、少子化問題を解決していくには、そういうことも大事なのかな。生

まれる人がなければ人口もふえない、当然のことです。そういうことを少しずつでもクリア

していくためには、そういう努力も必要なのかな。それは個人に任せないで、町の基本姿勢

として、きちんとうたっていくべきではないかな。それが環境づくり、住みやすい町づくり

になっていくのではないかなと思います。１年に何人しなければならないではなくて、ここ

に出席している皆さんの中からでも、そういう問題に、あの人はこの人と結婚したらいいな

とか、そういうお世話人役を１人でもいいから多くの人にやってもらいたい。そう思うのが

私の気持ちでございますけれども、それを一人一人、代表して社会福祉委員さんの言葉を使

って言っていますけれども、町民全体の中にそういう空気が出てくればいいのかなと本当は

思っております。

  そういうことで、再度これを町の事業として取り組んでいく必要性があるかどうか、もう一

度お伺いいたします。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 町の事業ということではなくて、基本的にどういった方々に、今お話し

になったように、結婚に向かっていく、そういう啓発といいますか、それがどのようにでき

るのかということを含めて、官民挙げての問題でございますので、そこは行政として婚活事

業をすぐやるということではなくて、そこの部分の大事さ、重要性というのは十分認識して
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おりますので、どういう形でやれるのかとういうことについて、先ほど申しましたように、

町として、あるいは民間団体あるいはＮＰＯ団体あるいはボランティア団体、さまざまな

方々にお声がけをさせていただいて、そういった婚活イベントといいますか、婚活事業とい

うものを進めていく必要があるのだろうとは認識してございます。

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。

○３番（及川幸子君） 今、前向きな答弁をいただきましたけれども、今代表して町長に言って

もらっていますが、ここにいる皆さんの中でもそういう気持ちを持って、向けていただけた

らありがたいと思います。

  以上、１点目の質問は終わります。

  それでは、２点目、社会教育の充実について質問いたします。

震災後、避難所から仮設住宅と、住まいが変わるたびに地域のコミュニティーが変わり、町

民は大変であります。これから高台移転にも影響します。

  しかし、大変ばかりを言ってはいられません。自助、共助、公助を生かし、それに見合った

コミュニティーづくりをしなければならない時期ではないでしょうか。

  今、全国で痛ましい事件、事故が起きて、弱い子どもが犯罪に巻き込まれており、毎日悲痛

な思いでおります。子供を取り巻く環境の変化が起きて、対岸の火事としてこのことを見過

ごしていていいのでしょうか。やはり以前のような世代間交流、母親学級、子育て支援など、

地域のコミュニティーづくりとして社会教育の充実が必要と思いますが、どのような施策を

考えているのか、お伺いいたします。

○議長（星 喜美男君） 佐藤教育長。

○教育長（佐藤達朗君） お答えしたいと思います。

  震災により、町の社会教育施設が軒並み被害を受け、公民館は４館のうち３館が流出、現存

するのは入谷公民館だけとなりました。

  また、図書館機能を有した施設についても、志津川地区、戸倉地区、歌津地区がそれぞれ被

害に遭いました。その後、全国全世界からの厚いご支援によりまして、ベイサイドアリーナ

敷地内にオーストラリア友好学習館、南三陸図書館、平成の森敷地内にコミュニティ図書

館・魚竜、旧戸倉中学校敷地内には戸倉図書室等が設置され、各地区の図書館及び集会時の

コミュニティースペースや仲間と語り合える場所として活用されております。

  しかしながら、新たなコミュニティーをつくるための活動スペースとしては手狭であり、地

域のリーダーを育成する体制も不十分で容易でないことから、各地区における生活の再建や
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復興の進展状況に合わせた形で各種事業を実施するとともに、中心となる公民館等の社会教

育施設の災害復旧事業にも取り組んでいるところでございます。

  青少年教育については、現在でも各種スポーツ大会や研修事業等の招待事業が各方面の皆様

からご支援の形でお申し出がありますことから、これらを積極的に受け入れ、子供たちが震

災から立ち直り、日常を取り戻すための事業として有効に活用し、事業展開を図っておりま

す。

  また、子供たちに地域の文化などを知ってもらうことを目的としたふるさと学習会や世代間

交流事業を実施するなど、地域、学校が連携してふるさと教育を推進し、地域に根差した子

供を育てる環境づくりにも努めております。

  家庭教育については、保健福祉課と連携し、幼児親子触れ合い体操教室などの軽運動を実施

し、親子のスキンシップとストレス解消に取り組んでおります。

  また、保健福祉課においては、南三陸町子ども・子育て支援事業計画、（仮称）南三陸こど

もプランを策定し、子供たちが健やかに成長できる社会の実現を目指すべく、体制の整備を

計画しております。

  成人教育においては、公民館や保健福祉課が主体となり、町内外の仮設住宅の方々が親しみ

やすいグラウンドゴルフ等の軽スポーツやクッキング教室等、趣味や教養を高める文化的事

業を実施しております。

  また、狭い住環境で生活している方々の生活不活発病やストレスの解消を図るために、芸術

文化、スポーツなどに慣れ親しむ機会を多く提供することで、少しでも心身に明るさと元気

を取り戻してもらうべく、歌や踊りといったコンサート事業、野球やバスケットボール等の

スポーツ観戦事業などにも積極的に取り組んでおります。

  今後、高台移転が進み、新たな地域コミュニティーの形成が急務となってきます。社会教育

施設を整備し、各公民館がコミュニティーの核となり、地域づくり、仲間づくりを目指した

地域公民館活動が充実するよう支援します。

  また、生涯にわたる学習活動の充実を図るため、これまでの事業を継続し、子供たちから高

齢者までの学習意欲と学習活動を支援し、文化、スポーツ活動を積極的に推進しながら、魅

力や誇りの持てる住みよいふるさとづくり、教育環境の整備に努めていきたいと考えており

ます。

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。

○３番（及川幸子君） 大変いろいろ活動的なことをご答弁いただきましてありがとうございま
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す。

  この震災で、全国からいろんな文化、それから芸術、そういうものが当町に指導といいます

か、入っていただきまして、子供から大人も大分癒やされて、いろんな今までこの町になか

った異文化が伝わってきているのも現実でございます。大変ありがたいことだと思っており

ます。

  そういった中で、先日私たちも中央陳情に行ってきました。

  その中で、学びを通じた被災地の地域コミュニティー再生支援事業というものも予算の中に

あったので、復興庁の職員にもう少し詳しく説明してもらえないかということで伺ったんで

すけれども、非常にコミュニティーづくりにいい事業だったんです。

  放課後学習活動の例でいえば、放課後、週末等の児童生徒の学習支援、それから地域課題に

係る学習会の実施、地域ぐるみの防災教育、震災後の心身の健康、放射線と健康管理、土地

の権利関係や債務に関することなどの法律問題、家庭教育や子育てに関すること、世代間交

流の促進に高齢者等の孤立化の防止、それからスポーツレクリエーション活動の支援、ＩＣ

Ｔを効果的に活用した学習支援など、被災された地区に補助を出すといういろんな事業があ

りました。

この事業をいいなと思ったとたんに、私たちは水、木と行ったんですけれども、行った日に

ちは18日でしたかね、復興庁の説明は、ただしこの事業は今週中なんですと言われたんです

よ、国では。今週中の申し込みなんですと。それでは間に合わないと思ったんですけれども、

宮城県、南三陸町はどういうことに手挙げしていますかねと聞きましたら、そのときは皆さ

ん忙しかったので、後で帰ってきて伺ったんですけれども、１つ、放課後児童クラブに手を

挙げて出してもらっていますということを伺ったので、よかったなと思ったんですけれども、

せっかくこういう国の制度、全額100％補助でやっているということを伺ってきたので、こう

いう事業を進めていければありがたいのかなと思って来ました。

  そしてまた、これは今週で終わりなので、ほかの事業はないんですかと聞いたら、文科省で

やっていますよ、ただしこれは復興事業と違うので全額の補助ではございませんということ

を聞いてきましたけれども、何をするにもお金がかかるものですから、せっかくこういう復

興事業としてあるわけなので、こういうものを使っていただけたらと思います。

  今、教育長さんにもいろいろご説明いただきましたけれども、いろいろ社会教育については

ご尽力されていることに感謝申し上げるものでございます。

  大分、歌津の公民館も毎月行事などをチラシに出して活動をやっているのだなということが
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見られますけれども、やはり社会教育というのは範囲も広いし難しいんですけれども、全国

的に起きているこういう犯罪の陰には果たして何があるのかなと考えてみたとき、やはり生

活歴といいますか、小さいときからの生い立ち、そういうものが一番大事ではなかろうかな

ということをつくづく私的には感じております。

  そうした場合、今、この震災で学力、体力も落ちております。それは、仮設暮らしをしなが

ら、子供たちにもそれだけ大きな影響、負担を強いられているのだなということが感じられ

るわけなんですけれども、震災に遭った子供たちが、たまたまそこにいたその人たちが悪い

のではなくて、やはり取り巻く環境づくりをうまく、一日でも早くそれを回避していく、そ

れが我々の責務ではないかなと感じております。

  今はやはり家族でも、お父さんお母さんが働きに行っていると子供に目が行かない、ＳＯＳ

を、シグナルを出していることを感じ取れない場合もいっぱいあると思うんです。昔はお母

さんがうちにいて子育てして、それを感じ取りながらうまく養育していったものですけれど

も、今、共働きになってしまって、自分が働いて帰ってくると、家庭のことをして、子供に

目を向ける時間が少なくて、本来ならば今の子供たちはかわいそうだなと私的には思うわけ

なんですけれども、結局、家族、友達、社会、学校、そういうコミュニティー不足が要因の

一つでもあるのかなと考えられます。

  そうした場合、やはり学校では、今、長く学校に置かないで、バスに間に合うように全員帰

しております。そういう心の悩みを持った子供たちが誰に相談していったらいいのかという、

相談する相手、そういう人、本来ならば家族であったり友達であったり先生であったり、遊

びの中でそういうものを通しながらやっていくはずなのでしょうけれども、それが今、希薄

になってきている。家族、学校、社会、こういう震災を受けて、遊ぶ場所もない、友達も皆、

バスで帰ってしまう。そういう中での心配なところが出てくるんですけれども、そういうこ

とを解消していくという大げさなものではないですけれども、それを相談していくものとな

るようなコミュニティーづくりを考えてもらいたいと思うんですけれども、その点、どうい

うふうにしていったらいいのか、ご答弁お願いします。

○議長（星 喜美男君） ここで昼食のための休憩をいたします。

  再開は１時10分といたします。

     午後０時０４分  休憩

                                           

     午後１時１０分  開議
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○議長（星 喜美男君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

  及川幸子君の一般質問を続行いたします。佐藤教育長。

○教育長（佐藤達朗君） 及川議員さんのご質問にお答えしたいと思いますけれども、及川議員

さんがご質問なさったことに私がこれからお答えすることが果たして合っているかちょっと

疑問ですけれども、お答えしたいと思います。

  まず、議員さんがおっしゃいますように、震災によりまして社会の環境は大きく変化しまし

た。そのことによって、大人だけでなく、そこに住む人々の生き方や生活にも大きな影響を

与えたのではないかと思っております。とりわけ子供には非常に大きな影響を与えたのでは

ないかと考えております。

  そのためには、先ほど来及川議員さんがおっしゃいましたように、安心・安全な社会環境づ

くりが非常に重要だと思っております。いわゆる社会教育の充実というのは非常に大切だと

思っております。

  そこで、ご質問いただいた何点かのことについてお答えしたいと思いますけれども、まず１

つは、復興庁の支援の話がありました。学びを通した被災地への支援事業についてでござい

ます。この事業については、教育委員会にもその文書が来ておりました。それで、お話に出

ましたように、放課後児童クラブ、これも復興支援の事業でございます。これは、震災後ず

っと続けております。新しく来た事業につきましては、復興庁からの事業だけでなくて、い

ろんな角度から事業が来ておりまして、これに対して精査して一応対応してきております。

特に、指導者の問題だとか、受け入れる場所の問題だとか、それから学校の受け入れるだけ

の余裕というか、そういう問題がありまして、その中から精査して対応しております。

  それから、２点目ですけれども、震災後の子供たちの心に与える影響、心のケアの話があり

ました。これについては、各学校にスクールカウンセラー、それから県外から臨床心理士の

方がたくさん来ておりまして、この方々のお力で対応させていただいております。そのほか

に、やはりこれも支援事業ですけれども、宮城県のこどもセンターからお医者さん等が来て、

来年度の４月から子供ケアについての対応を考えておるところでございます。

  それから、３つ目なんですけれども、これが一番重要だと思いますけれども、コミュニティ

ーの形成の話ですけれども、コミュニティーづくりについては、これは大人の世界の話だけ

ではなくて、学校において考えますと、学校の学級だとか班だとか学年づくりなども小さい

集団でありますので、集団づくりを通して、健全なコミュニティーづくりの基礎を子供たち

に学ばせているところでございます。
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  なお、健全な集団づくりに対しては、そこにかかわる人だとか時間だとかいろんな場所だと

か、さまざまな条件がかかわりますので、このことを十分吟味して集団づくりにかかわって

いかなければならないのではないかと思っております。

  なお、具体の集団づくりについては、現在さまざまなところでやっておりますので、これに

ついては担当課長からお話しさせていただきたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（及川庄弥君） 地域づくりということで、地域づくりは共同体、ともに生きる

というふうなことで、それぞれ地域の課題について地区ごとに、一番大きなのが、すばらし

い南三陸をつくる協議会というのがありまして、あとは戸倉、志津川、歌津地区それぞれご

ざいます。そういう中でいろいろ地区の課題等を検討しながら、厳しい環境ですけれども、

やれる事業をやりましょうということでいろいろやっております。

  それからあと、婦人会ですけれども、なかなかこれも厳しいのですが、入谷とか、戸倉も最

近ようやく顔合わせとか先進地視察とか、そういう形でやっています。歌津は結構いろいろ

取り組んでいるようでございます。

  それからあと、青少年につきましても、本別とか庄内町のふるさと交流とか、そういう事業、

水泳大会とか、あるいは郷土芸能発表会、ほぼ震災前の状態に戻っております。

  さらに、富士山の登山とか、あるいは中学生のオーストラリア研修とか、あと全国からのい

ろんな支援交流事業、そういう形でいっぱいふえていまして、その辺も無理のない対応です

けれども、一応うちのほうとしては、全て受け入れて今までやってきております。

  ただ、そういう形でやっておりますけれども、社会教育施設で、公民館ができるまではきち

っと、建物が立派になってもそういう活動する団体がなくなってしまっては大変なので、何

とかできるまで続けていければなということで取り組んでいるところでございます。

  以上でございます。

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。

○３番（及川幸子君） ただいま説明いただいて、活動内容が改めて浮き彫りになってきました。

  そこで、やはり小さな単位の集団、行事が多くなることによって、人と人が、その人を知る

機会が多くなるということは非常にいいことだと思います。

  今、教育委員会のいろんな活動を伺ったわけですけれども、世代間交流、これは震災前にた

しか各学校でやっていた記憶があるんですけれども、現在はそういうことをまたやっていら

っしゃるのでしょうか。
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○議長（星 喜美男君） 佐藤教育長。

○教育長（佐藤達朗君） 世代間交流と一口でいいますと、例えば学校の場合ですと、祖父母と

子供とのかかわりだとか、保護者と子供とのかかわり、それからあとは、年齢はそう違わな

いんですけれども、中学生と小学生のかかわりだとか、そういう活動をやっております。祖

父母参観日だとかというようなこともあります。

  ただ、震災前のようにそんなに数は多くないとは思いますけれども、やっている学校もあり

ます。

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。

○３番（及川幸子君） 祖父母参観とか、もちろん父兄の参観日とかいろいろあるわけですけれ

ども、子供同士にとっては縦割りの行事とかがあるわけなんですが、おのおの行事を通して

人というのは学びがあると思いますので、そういうことが大いにやっていただきたいことで

す。

  それから、母親学級、子育て支援は分野が違うのかなと思われますけれども、こういうこと

も以前、母親学級となれば、お母さん方が集って子育てについて話し合うとか、またそこに

指導者が入って、こうだよああだよという指導面が入ってくる。そういうことによって、知

らない面が見えてきたり、昔は、子守はおじいさんおばあさんがやったものですけれども、

今は保育所とか、あるいはお母さんがみずから育てるといったような環境になっております

けれども、非常にお母さん方にとってはひとりで子育てに悩んでいないで、子育てを共有し

ていくということも大事なことですので、その辺、これからそういうことなどもやってもら

いたいと思うんですけれども、そういう考えがあるのかどうか、お伺いいたします。

○議長（星 喜美男君） 佐藤教育長。

○教育長（佐藤達朗君） 母親に対するいわゆる指導、援助というか、これは大きくいいますと、

成人教育の中に包括されますので、社会教育の一環として行わなければならないということ。

実際には家庭教育の分野なんですけれども、家庭教育に携わる母親を支援していくというこ

とは重要だと思います。

  これにつきましては、生涯学習課と保健福祉でかかわっておりますので、担当課長からその

辺のことを答えさせていただきたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（及川庄弥君） 親子の触れ合いコーナーといいますか、一緒に運動したり遊び

をしたりするような授業、仙台大学にも協力を得ながら平成の森で毎週実施しております。
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  それからあと、世代間というか、入谷小学校ではしめ縄づくり、地域のそういう人材を活用

した世代間交流の授業としてやったり、総合学習の時間でそれぞれの小学校で、それぞれ地

域の特徴ある野菜づくりであったりリンゴづくりとか、あるいはワカメの養殖体験とか、そ

んな感じで実施しているところでございます。

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。

○３番（及川幸子君） そのように世代間交流することによって、子供たちが地域で守られてい

く、おじいさんおばあさんも学校に行って、知らない子供であっても学校で一緒にそういう

交流を持つことによって、あそこの子供ここの子供と、町で見かけたことによっても声をか

けられるというような、そういう環境づくりをしていくと、地域で常に子供が見守りされて

いるというような状況下に置かれるわけですので、今後ともそういうことに力をいれてやっ

ていただきたいと思います。

  それから、新しく戸倉に戸倉公民館ができているわけですけれども、その辺も先ほど課長が

答弁したように、新しくなったからすぐに行事というわけにもいきませんので、今のうちか

らきちっと、できたらすぐ体制づくりをして、始められるように努力していただきたいと思

います。

  それから、先ほどの教育長さんの答弁で、保健福祉課と共同でいろいろ成人者の研修なども

やっておられることをお話しされましたけれども、やはりこれから母親になっていくという

年代のお母さん方には非常に大切なことで、子供を守り養育していくということが、将来の

子供の成長に大きく影響してくるものですので、母親学級という成人の人たちの指導にもぜ

ひ保健福祉課と協力して力を注いでいただきたいと思います。

  以上、一般質問を終わります。

○議長（星 喜美男君） 以上で及川幸子君の一般質問を終わります。

  通告２番、髙橋兼次君。質問件名、１、魚市場建設について、２、災害対策について。以上

２件について、一問一答方式による髙橋兼次君の登壇発言を許します。髙橋兼次君。

     〔７番 髙橋兼次君 登壇〕

○７番（髙橋兼次君） ７番は議長の許可を得ましたので、さきに通告しておりました質問を行

いたいと思います。

  質問事項は、魚市場建設についてでありまして、一問一答方式によりまして町長に伺うもの

であります。

  発生から４年を迎えようとする今日、町内各地で復興工事が急ピッチで進められております。
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ようやく復興を実感できるようなってきましたが、そのような中で多額の費用を投じて復旧

する魚市場建設について、次の点を伺うものであります。

  １つ目に、高度衛生管理型魚市場整備の基本的な考え方であります。２つ目といたしまして、

市場運営の改善が強く望まれておりますが、検討すべきではないかということであります。

そして、３つ目に魚市場と観光産業等の連携を検討すべきと思うが町長の考えをということ

で、以上の３点を登壇からの質問といたします。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） それでは、髙橋兼次議員の一般質問にお答えさせていただきます。

  被災した南三陸町地方卸売市場の整備につきましては、ご案内のとおり、まずは仮設市場の

整備をいたしまして、その後に本設の市場整備を検討するという、２段階の整備方針で震災

直後より取り組んでまいりました。

  これは、市場前の岸壁復旧には時間を要すると想定されたこと、被災前の市場が安全・安心

な食品を求める時代の要請に応えきれない構造でありまして、原型復旧では激化する産地間

競争を生き残れないという危機感があったことによるものであります。

  仮設市場のいち早い整備と、漁業者の皆様、買受人の皆様、宮城県漁業協同組合の皆様のご

努力によりまして、市場水揚げ高は震災前の水準まで回復してまいりました。

  そして、この１月から、議員ご案内のとおり、本設の市場建設工事に着手し、市場復旧はい

よいよ第２段階に入ったところであります。

  ご質問の魚市場整備の基本的な考え方でございますが、今回採用しました市場の構造は、国

が進める高度衛生管理対策への取り組みにのっとったものであり、閉鎖型の荷さばき場と日

差しや鳥の害を防ぐ岸壁屋根を一体的に整備するものであります。

  平成20年６月に水産庁より示された漁港における衛生管理基準によれば、衛生管理基準はレ

ベル１からレベル３までの３段階となっておりまして、レベル１はシートなどを用いた魚体

の露出防止や、清浄海水を用いた容器、床の洗浄の徹底、車両の進入対策などを満たすこと

とされております。これは、食品を扱う上で基本的な項目であり、全ての漁港で早期に対策

を講じることが必要とされております。

  今回の市場整備に当たっては、これに加えて車両の進入禁止、鳥獣侵入防止、直射日光回避

などのレベル２基準を実現する施設整備を行います。

  なお、レベル３では、水産物への危害を管理するために講じた措置に関する記録の維持管理

と公開が加わり、レベル２以上を満たす漁港を高度衛生管理対策が講じられた漁港と呼ぶと
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いうことになっております。

  水産物の流通拠点となる漁港では、レベル２が最低限達成すべき目標であり、国は平成28年

度までに高度衛生管理対策のもとで出荷される水産物の割合を70％程度にすることを目指し

ております。

  よって、これから整備する魚市場であれば、レベル２未満の整備では産地間競争のスタート

ラインにすら立てない状況となってしまいます。

  また、国内の水産物消費の低迷から、水産物の輸出といった方向性も意識する必要があり、

こういった背景を踏まえて、運用次第でより高度な衛生管理基準にも対応可能なハード整備

を今回の魚市場整備における基本的な考え方とさせていただきました。

  また、２番目のご質問でありますが、市場運営の改善ということにつきましては、整備され

る新市場では、当然のことながらこれまでの市場とは異なる使用法が必要となります。具体

的には、荷さばき場への車の乗り入れができない構造であること、荷さばき場内で排気ガス

を避けて、電動フォークリフトを使用いたしますことから、水産物の入出荷の手順が変わっ

てまいります。

  また、荷さばき場内入場前の長靴の洗浄や場内禁煙の徹底など、食品を扱う場所にふさわし

い衛生管理対策を、市場を使用される皆様と一緒に考えてまいりたいと思っております。

  衛生管理の考え方の浸透、徹底が高度衛生管理型市場実現の鍵であり、選ばれる地域水産物

への必要条件でありますことから、定期的な研修会の実施やルールの明確化など、卸売業者

である宮城県漁業協同組合とも協力して推進していきたいと考えております。

  次に、３つ目の魚市場と観光産業等の連携のことでございますが、議員おっしゃるように、

水産物の水揚げ起点である市場は、まさに当町の産業観光資源の一つと言えるものでありま

す。衛生管理の都合上、これまでのように荷さばき場に不特定多数の方が入ることはできま

せんが、市場の２階廊下はせり売りの様子が見学できる通路といたしますので、適切な管理

のもとに、水産物の水揚げ現場を見ることが可能であります。

  当町には、多くの水産加工所や魚介類を売りとした鮮魚店、飲食店があり、また海と山のつ

ながりを学べる農漁業体験の受け入れも震災前から推進してまいりました。八幡川右岸に建

設を予定している自然環境活用センターでは、これらの産業をつないだ研修や自然とのつな

がりを学ぶプログラムの提供も可能となりますので、町内資源との連携を図りつつ、当町と

当町で水揚げされる水産物の魅力発信に努めてまいりたいと考えております。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。



３３

○７番（髙橋兼次君） るる説明いただきました。

  高度衛生型、各地で産地間競争という取り組みで行われておるわけでございますが、当町で

もこの競争に負けないような考え方を持ってこれから臨んでいくということでありますが、

高度衛生管理の推進によりまして見込まれる効果というものをどのように捉えておりますか。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 基本的には、消費者の方々にとって、南三陸町の市場に揚がったものは

安全・安心だということを意識づけてもらうということが、非常に効果としては大きいのか

なと思っております。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） 実は、これをやることによって、かなりの当町の市場の印象というもの

が全国で変わってくるのかなと、またつけ加えて安全度も今までよりは上がるのかなと。そ

ういうことで、この管理を導入することだけでは実らないこともあるかと思いますが、水産

物の付加価値、あるいは価格の安定、そして販路の回復にはつなげることができないものな

のかなと思っておりますが、さらにまた魚市場の活性化というものは町のにぎわいにもなる

のかなと思っておりますが、その辺あたりの考え方は。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 今おっしゃったように、付加価値に結びつけるということも大いに我々

としては期待いたしてございますが、しかし反面、これが魚価の上昇に結びつくかというこ

とにつきましては、残念ながらその保証はないと思います。

  ですから、魚市場をこういった高度衛生管理型に整備するということの反面、大事なことは、

そこを利用する漁協の皆さん、あるいは漁民の皆さん、仲買人の皆さん、そういった方々が

高度衛生管理型の市場で我々は仕事をしているという意識づけをしっかりと日ごろから持っ

てもらわないと、せっかく高度衛生管理型の市場をつくったということについての意味がな

いと思いますので、先ほど申しましたように、その辺は我々も皆さんに、いろいろ講習会

等々を含めて、そういった市場の使用のあり方ということについては、ルール等も含めて徹

底していきたいと考えております。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） それで、そういう講習会等の話も出ましたが、建設にかかわる検討委員

会の設置はもう行われているのだろうと思いますが、利用者からの意見、要望は、相当不満

などあるわけです。運営者側を通して、詳細な考え方を求めておったのかどうか、その辺を
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お聞かせ願いたいです。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課長。

○産業振興課長（高橋一清君） 検討委員会にかかわるご質問ですが、まずもって市場の基本的

な構造とかから、関係者の方々で組織した運営委員会によって検討を続けてきてございます。

その委員会は、今後そのルールづくりなどにも生きて、その中で検討を進めていくというよ

うな考えでございます。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） 市場により近い方々から、何ら相談もないというような話も聞いたので

すが、その辺あたりはどうなっていますか。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課長。

○産業振興課長（高橋一清君） 全ての方がご参加となりますと、人数も多いものですから、漁

協さんでありますとか、仲買の立場の方でありますとか、それぞれの立場の方からご意見い

ただきながら検討を進めているところでございます。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） 人を多く集めるということは大変なことではあるのですが、今、町長が

言ったように、利用される方々、あるいは関係者の理解と協力がないとなかなか衛生管理を

実施することは難しいというようなことでありますので、大変でしょうが、幅広く利用者の

意見を吸い上げて計画を進めていく必要があるのだろうと思いますが、いかがですか。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課長。

○産業振興課長（高橋一清君） おっしゃるとおり、利用される方々がみずからしっかり守って

いただくという認識をつくっていただくためにも、ルールづくりの段階において、それぞれ

の立場の意見を集約しながらルールづくりをしてまいりたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） それで、高度衛生管理を導入する以上は、やはり海外マーケットに通用

するような市場機能を持つ漁港として再生すべきではないのかなと思うんです。

  また、震災前からもそれが行われていたわけですが、市場を利用して、養殖水産物の輸入等

にも利用する価値はあるのかなと思いますが、今後の考え方はどうでしょうか。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 輸入水産物についてちょっと後でもう一回詳しくお話しいただきたいと

思います。（「輸出です」の声あり）輸出ね。
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  海外マーケットということで言わせていただきますが、基本的にいかにいい品質のものをつ

くるかということが、海外マーケットを開拓するのに非常に重要なことだと思います。

  実は、震災以来さまざまなご支援をいただいている、日本で大変大きな会社の社長さん方と

何回もお話し合いをさせていただいているのですが、もし南三陸で非常にいい品質のもの、

例えばカキとかですが、そういったものを出していただけるということであれば、海外マー

ケットの紹介もやぶさかでないというお話もいただいておりますので、ただ問題は、先ほど

言いましたように、本当に日本の国内の産地間競争で、どこに出しても恥ずかしくないとい

う品質のものをつくっていく必要があると思いますので、生産者の皆さん、漁協の皆さんを

含めて、これは町の大きな一つの課題だと思っております。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） これまで、ブランドブランドといろいろ話は出てきました。

  ある程度、三陸産はブランド化しているのかなという解釈で来たんです。ですから、今おっ

しゃったように、漁協さんを通し、あるいはさまざまな漁業者の協力を得ながら、進出の強

化に向けた行政側の指導というものも必要になってくるのだろうと思いますが、いかがでし

ょうか。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） これは行政の指導とあわせて、やはり漁協の皆さんとの連携も絶対必要

不可欠です。ですから、我々だけが一方的にお話をするということではなくて、やはり漁協

さんにもそういった意識づけをしっかり持ってもらうと。それで、生産者の皆さん方を巻き

込んで、そういったいい品質のものをつくっていくという展開がこれから必要なのだろうと

思います。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） ちょっと話が進むのですが、現在各地で魚市場の建設が進められておる

のですが、近く、そう遠くない隣接する市場でも進んでいるわけですよね。市町村でも今高

度衛生型を進めているわけでありますが、今までと違いまして、利用者から非常に使い勝手

が悪いというような評判も聞くんですよ。その辺あたりをどのように聞いて、どのようにこ

れから対策を練っていくのか、もし考えがあればお聞かせ願いたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） ここは、ご意見はご意見としてお伺いさせていただきたいと思いますが、

今回整備するのは、何回も繰り返していますが、高度衛生管理型でございますので、そうい



３６

った中で、非常に衛生の分野において、制約の部分が多分いろいろ出てくると思います。そ

ういったことで、これまで使ってきて慣れた市場とまた今回はちょっと違う形の中になって

しまいますので、そういう意味におきますと、使い勝手が悪いということのご意見というの

は多分出てくると思います。

  しかしながら、そこはご理解いただくしかないと思いますので、その辺は髙橋議員からも漁

民の皆さんに、そういったご意見がございましたら、いろいろご説明をお願い申し上げたい

と思います。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） 幾らでも高い市場ですので、これを一生懸命やって開設して、利用価値

を高めていくためには、機会があれば私からもいろいろその説明はしたいなとは思っており

ます。

  そこで、さらに市場の価値観を高めるために、国際的食品衛生管理士ですか、ハサップです

か、この認定取得、あるいはトレーサビリティの導入というのは、考えはありませんか。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 多分ご承知だと思いますが、トレーサビリティについては、震災前から

取り組んできた経緯がございます。

  ただ、ハサップは大変難しいです。難しいというか、ハードルが高いと言ったほうが正解だ

と思いますが、特に海外を意識しますと、水揚げする船から最終加工場まで、これを全てハ

サップ対応しないと輸出できないということになりますので、ある意味国内向けだけという

ことであれば、工場等を含めて対応していくことは可能だろうと思いますが、いずれ海外に

目を向けた場合に、そういう非常に大きなハードルを越えなければいけないという現実もご

ざいますので、今後どうなるかということについては、漁協さん等も含めていろいろ検討さ

せていただきたいと。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） 震災後、順調に我が町からも海外に物が動いておったのですが、風評等

で今輸出がとまっている国があるんですね。こういうことをうたい続けることによって、あ

るいはまた取得することによって、輸出解禁への影響力が出てくるのかなという考えもある

のですが、その辺はどうでしょうか。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） おっしゃるとおりだと思います。
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  そういった意味においては、非常に有効な手段だとは認識いたしております。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） かなりハードルが高いということではありますが、今やるべきことはや

るべきこととして、そして将来を見据えたことも着々と進めていく必要もあるのかなと思っ

ておりますので、いろんな情報を取り入れながら、計画を練っていっていただきたいなと思

います。

  各地でこれが行われておるわけなのですが、既に完成した市場におきましては、まずまず成

果が出ているところと、それから生産者や仲買人となかなかうまくかみ合わずに全く成果が

でていないというようなケースがあるのですが、その辺あたりはどのように受けとめており

ますか。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 県内のそれぞれの市場の中で、さまざまないろいろな課題、あるいは問

題等があって推移しているということについても認識いたしてございますが、ただその中に

ありまして、南三陸町の魚市場につきましては、県内の漁港の中でもある意味スムーズに推

移していると認識はいたしてございます。ただ、個別個別でいくと、さまざまな案件がある

ということも認識はいたしております。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） 例を挙げますと、大船渡では上々の成果が出ているそうです。八戸第三

魚市場では、極端に利用者が少ないと。その原因として考えられるのは、手間の割に水揚げ

しても付加価値がつかないと。また、最新設備に対応する船が少ないというようなことが原

因らしいです。今後これが稼働していくことによって、こういうことも我が町において起き

てくるのかなということを若干ながら懸念しているところであります。

  それで、やはり効率的な陸揚げとして荷さばきが実現できるような、水産者や市場関係者と

の理解と協力というのが最も大事になってくるわけでありますので、その辺あたりを配慮し

て進めていっていただきたいなと思います。

  それで、次でありますが、建設する場合の、津波等の緊急時の対応策というものはどのよう

に考えておりますか。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） ご案内のとおり、市場ですから、すぐ海の近くということになりますの

で、幸いといいますか、市場のすぐ近くに大森の高台がございますので、避難という際には、
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いち早くそちらのほうに避難誘導をして、漁協の皆さん方に多分その一翼を担ってもらうと

思いますが、そういったいち早く高台に避難するという対応をとにかくとりたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） 逃げるのは一番の基本でありますが、逃げおくれた場合も想定して、や

はり避難の対策というものを練っておかなければならないのかなと。

  市場の２階は何メートルぐらいあるのか、ちょっとあの図面では示されていなかったようで

ありますが、防災計画による津波想定高というのは何メートルを想定しているのですかね。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） いずれ津波災害に対応する場合に、市場で仕事をなさっている方々、ど

ういうふうに避難するかということについてのマニュアルというものを作成して、あそこを

利用する方々に、皆さんに周知徹底するということをまず第一義にやるべきことだろうと思

います。

○議長（星 喜美男君） 危機管理課長。

○危機管理課長（佐藤孝志君） 現在、ハザードマップまでまだ作成しておりませんが、大体津

波高というのは東日本大震災の痕跡高ということで、20メーター程度の高さになろうかと思

います。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課長。

○産業振興課長（高橋一清君） 構造的には、荷さばき場の部分が２階建てで、最高高が11メー

トル50センチという計画でございます。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） 避難の時間に余裕といいますか、そういうものがあればですけれども、

本当の緊急の場合には、やはり市場の建物の屋上などを利用して、避難施設があってもいい

のかなと。どうしても逃げ切れない場合ということも想定しなければならないのかなと思い

ますが、その辺あたり、これから計画の中で変更できるものであればやはりそれはつくって

いくべきであろうと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） ご案内のとおり、市場の場所から車で２分走れば高台に行きます。今、

髙橋議員がおっしゃるように、では屋上にそういった避難できる場所を設置するということ

になりますと、ある意味避難するよりもそちらのほうに頼ってしまって、想定以上の津波が

来た場合に助からないということもございますので、屋上にそういった施設をつくるという
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よりも、すぐ近くの高台のほうに避難する、私はこれが一番重要だろうと思います。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） 津波の避難は、一番逃げることを基本的に教育していくのが大事であり

ます。私が言っているのは、どうしてもだめなときのためにというようなことでありますの

で、その辺はもう少し考えていただければいいのかなと思います。

  それから、そういう場合の施設の整備、図面を見ると、若干電源等は２階に上がっているよ

うでありますが、市場のコントロール部分、これを高いところへ設置することはどのように

考えておりますかね。あるいは、資材の管理とかそういうものはどのように考えております

か。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課長。

○産業振興課長（高橋一清君） 市場としての機能を優先には考えてございますので、それぞれ

必要なコントロール機器は、利用者の利便性、そして機能を高めるような配慮の中で整備し

ております。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） ほかの市場では、震災に強い施設整備というようなことで、電源等ある

いはコントロール部分を２階に設置して、資材の流出防止とか、それから自立分散型のエネ

ルギーシステムとか、そういうものも備える計画であるんですよ。我が町の市場にはそうい

う計画は必要ないのかというようなことであります。いかがですか。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課長。

○産業振興課長（高橋一清君） そういった機能性と安全対策という部分につきましては、でき

る限りの配慮をしながら整備をしたいということでございます。

  また、運用の面においてもそういった普段からの危機管理意識を持った運用というものも考

えてまいりたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） それで、高度衛生管理を実施するにあたりまして、今から想定されてい

るのは、初期の投資と維持管理の増加が見込まれるのかなと思っているのですが、そういう

対策というか、対応をどのように考えていますかね。経費の部分です。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課長。

○産業振興課長（高橋一清君） 一定程度、やはり衛生に配慮するための消毒でありますとか、

それから全体的な動きにつきましても、外からの汚れを持ち込まないための配慮に機材も要
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しておりますので、それら必要限度のものにつきましてはきちっと整備はせざるを得ません

が、運用において、極力無駄な経費のないような配慮といいますか、努力をしてまいりたい

ということです。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） ちなみに、ほかの市場と比べることばかり言うようでありますが、八戸

の第三市場の例をとりますと、施設総事業費が31億円だそうです。うちのほうは22億から23

億ですね。この場合で、年間の維持経費が3,000万と言われております。またさらに、よく漁

業者の方がいろんな漁港に入って恐らく聞いたり見たりするのだろうと思いますが、こうい

う市場を導入することによって、従事者は今までの人数では間に合わないと判断しているよ

うであります。

  ということは、衛生管理を徹底して、荷さばき、陸揚げ、これをこなしていくには、職員の

増加とかが見込まれてくるわけですが、その辺あたりで、水揚げの手数料の中で補い切れな

い場合、町で何らかの対応をすべきだなと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 今、おっしゃるように、これから新しい市場ができて、職員の数は多分

必要だと思います。

  そういった中で、職員の給料等を含めての支援ということについてどうあるべきか、正直に

申し上げますが、現在そこまで踏み込んで考えてございませんが、いずれこれも漁協と連携

をしながら、そのような話し合いはしたいと思います。いずれ人が足りなくなるというのは

間違いないだろうと思います。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） 今、正直なところを聞かせていただきましたが、やはり心強い運営にし

ていくには、ある程度経費もかかることだと思います。運営の現場の組合さんとしっかりと

協議して、その辺あたりを取り決めて進めていってもらいたいなと、支援していただきたい

なと思っております。

  それで、この部分の最後で、新しい市場の目指すところといいますか、その目標を考えてい

れば聞かせていただきたいと思うのですが、取扱金額とトン数ですね、これを聞かせていた

だきたいなと。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 現状とすれば、多分今年度あたりは20億ぐらいの水揚げ高が達成できる
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のかなという思いがありますが、基本的には、そういった目標を20億よりは高める、自然の

ものですので浮き沈みはありますが、いずれ8,000トンとか8,000トンを超すとか、それから

20億を超すとかという一定の目標を持ちながら、市場運営に当たっていきたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） 全くそのとおりであります。

  新しい市場、機能が充満した市場でこれからやっていくわけでありますので、やはり20億を

超えるなんていうことでなくて、25億とか30億とかというような目標を掲げて、その意気込

みで運営していただくように、いろいろ協議していただきたいなと思います。

  今までも敬遠されておったのですか、漁船誘致活動、船が入らないと市場はなかなか空回り

するものであります。漁船誘致活動、先々のことで質問したときも、予算はとってあるもの

の、予算はそのまま残ったという経緯、しなかったということでありますが、やはり大いに

活発化するべきだと思います。

  ほかの北海道、東北管内の市場開設者、あるいは運営側と共同で詳細に誘致活動に当たって

いるようであります。これも漁業者から、三陸町は何をやっているんだというようなお叱り

の声も出ております。やはり船を入れるために、いろいろと業者関係の方々に足を運ぶべき

だというような声が多いのですが、その辺あたり、今後に向けてどのように考えていますか。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 多分ご承知だと思いますが、震災前、サンマ船の誘致ということで、い

わき等を含めて、漁船誘致ということで活動を行いましたが、震災後そういった状況にない

ということでございますが、ただご承知のように、汽水線、今度地盤沈下しましたので、

少々前よりは少し大きい船が入っても大丈夫だと思うのですが、反面、海底に瓦れきの問題

等々がございまして、船に傷がつくということも含めて、その辺でなかなか思い切って、そ

の辺の誘致ということについてどこまでやれるのかということについては、もう少し検討す

る必要があるのだろうなという思いがあります。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） 海底に瓦れきがまだ残っているということでありますが、開設に当たっ

て、やはり瓦れきを取り除く必要があるのではないのかなと。でないと、瓦れきのために船

が入ってこられないでは本末転倒ですよね。

  何も200トンとか300トンの船でなくて、例えばサンマを例に挙げれば、町内にもサンマ船は

いるんですよ。いるのだけれども、なかなか入らない。そこにはそこの理由があるようです。
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それは後で述べますけれども、他県船も入りたいというような、そういう空気もあるそうで

す。だから、後で詳しく述べますが、やはり入りやすい環境を構築する必要があると思いま

すので、我が町の水産物の流通拠点でありますので、しっかりしたものにつくり上げていく

べきだと思います。

  ２つ目でありますが、運営側のことでありますので、この辺あたりは運営者側と協議したと

きにいろいろと話を出していただければいいと思うのですが、まずもって砕氷棟の設置が必

要と思うんですよ。特に、サンマ船等はこれを多く使うそうです。やっぱり詰め込み環境と

いうものが不備だと嫌われる条件の一つになっているようでありますが、その辺あたりはい

かがでしょうか。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 先ほど漁船誘致の関係でちょっと言い忘れましたけれども、基本的に今

の瓦れきの問題だけではなくて、実はもっと複合的にさまざまな問題がございます。

  一つには、仲買人の問題ですね、価格の高いところへ行って水揚げしたいというは船主さん

の思いですから、それはそれで理解できる。

  それから、よく言われるのは、仕込みができるかということとか、福利厚生施設がちゃんと

あるのかとか、漁船員さんが上がったときにすっかり休める場所があるのかとか、そういう

複合的な問題もあって、どうしてもなかなかうちのほうに船を向けるということができない

という現実がございますので、我々の力の及ぶところと及ばないところがございますので、

そこはひとついろいろ工夫しながらということになろうかと思います。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課長。

○産業振興課長（高橋一清君） 施設のハードの整備の部分でございますので、こちらにつきま

しては、漁協の事業と協議しながら、最も効率的な投資の中で、費用対効果を考えながら事

業を展開してまいりたいと考えでございます。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） 衛生上、使用水あるいは排水等々、相当な気を配らなければいけないと

思いますが、使用海水、魚を洗ったり市場を流したり、そういうものの考え方、どのような

処理をした水を使用させるのか、そしてまた排水処理はどのような経路で、どのような考え

を持って流すのか、その辺あたりはいかがでしょうか。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課長。

○産業振興課長（高橋一清君） 市場が持っている機能の中でできる限りの水の清浄化というこ
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とになりますし、それから排水においても同様だと思いますが、全てを浄化してというよう

な形にはなかなか難しいのだろうと思います。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） 全てが難しいんですよね、機械的にやると。そこで、井戸を掘ったらど

うでしょうかね。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課長。

○産業振興課長（高橋一清君） 海水のための井戸ですね。こちらにつきましても、周辺の環境

を見ながら最も有効な手段の中で水を給水できる方法をとりたいと思っておりますので、そ

れも一案として視野に入れたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） それで、やっぱり衛生上の注意すべき点というのはいろいろあるようで

ありますが、市場に陸揚げされた水産物をある程度の時間置く場合もあるのだろうと思いま

すが、そういう場合に、冬場はまあまあ誰が考えても気温が低いので、ある程度いいのかな

と、よくはありませんが、そこで超低温冷蔵というような施設というのは必要があるのでは

ないかと思うのですが、どうでしょう。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課長。

○産業振興課長（高橋一清君） 現在、漁協で冷蔵庫の高機能なものについても、最新のものが

いろいろと次々出てくるものですから、情報を集めて、最も適した規模のものであったり、

金額的なものとあわせて設定してまいりたいと考えます。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） やはりいろんなことを想定しながら、施設の整備というものが行われる

のだろうと思いますが、一番衛生管理上必要なものなのかなと思っております。

  そういう施設のいろんな整備と車両あるいは人、水産物の動線の明確化といいますか、はっ

きりどこからどう動かすのか、人はここからこう行くんだとかというような、そういうこと

はどのように考えておりますか。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課長。

○産業振興課長（高橋一清君） 施設の利用におきましては、完全に人の動線、車両の動線、そ

れから荷揚げされた魚の動線、そういったものが完全に区分けされて作業が行われるように

計画されてございます。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。
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○７番（髙橋兼次君） 直積みといいますか、これからはどのように考えているのかわかりませ

んが、今までだとイサダなんかが揚がると、直接トラックに積みましたよね。ああいうよう

なものの取り扱い、あるいはそういう魚種についての動線というのはどのように確保してい

るのか。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課長。

○産業振興課長（高橋一清君） 個別の魚種によって特殊な扱いをする必要があるかどうかにつ

いても今後のルールの協議によるとは思いますが、基本的には、現在は岸壁に揚げられたも

のを屋根つきの場所で揚げますので、それを荷さばき場に入れて、そこで競られて、そして

またフォークリフトで車に積むところまで運んで搬出すると。それらは、完全に屋内用と屋

外用と分けて移動させる、フォークリフトを変えて移動するというような方式で検討してい

るところでございます。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） そうですか。

  もう１つ、鮮度保持のためのスラリー氷ですか、これを従来から製造して使っているわけで

ありますが、これは配管によりまして、場内何カ所かで便利に使うような構造にしたらいか

がですか。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課長。

○産業振興課長（高橋一清君） スラリーの製氷機は現在の場所から移して、さらにふやすとい

う計画になっているんですけれども、それを場内に散らすという方式がいいのかどうか、そ

のあたりの具体的なところについては、可能であれば今後の事業の中で検討させていただき

たいと思います。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） 多分便利だろうと思います。場内で水道の蛇口みたいなもので、何カ所

かでひねればすぐこれが出てくるんだということになりますと、やはり使い勝手がよくなる

のかなと。鮮度保持するためにはやはり役に立つのかなと思います。

  次に、先ほど町長から出ましたが、現在の買受人数と今後の考え方、先ほど町長は問題があ

るということで話しされたようではありますが、買受人は大事なものであります。入ってく

る船ももちろん大事です。それを受ける買受人も大事であります。この辺が、整合性がとれ

ていないと市場の繁栄にはつながらないのではないかなと考えるのですが、買受人の今後の

考え方はいかがでしょうか。
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○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 人数等は担当課長から説明させますが、実は仲買人に問題があるという

言い方ではないんです、私が言ったのは。こういう障害、高く買ってもらえるということが、

船が入ってくる上で、大変重要な一面もあるよねということでご理解いただきたいと思いま

す。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課長。

○産業振興課長（高橋一清君） 買い受けの会社数ですが、32でございます。これは、震災前か

らの数と同じ数です。出入りがあるんですけれども、そういった状況でございます。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） これからの市場、ある程度の目標を持ってやる際に、32業者の数が、あ

るいは扱い能力といいますか、それは適正と見るべきなのか、あるいはもっとふやさなけれ

ばならないのかなと見るべきなのか、その辺あたりはどのように考えておりますか。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課長。

○産業振興課長（高橋一清君） いずれビジネスでございますので、需要と供給のバランスとか

の中で、恐らくバランスをとりながらその業者さん方の参加が得られているのだろうとは思

います。

  今後、その魚種とか、あるいはさらに品質とかを高める中で、外からのさらに高値で買って

もらえるような事業者が入ってこられるような環境づくりというのは町としても努力してい

かなければならないと思っております。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） 環境づくりをぜひ努力してやっていただきたいなと思うんです。

  それでは、こういう話も少なくないんです。

  他市町からの新規買受の参入が容易でないという話があるんですね。業務者からの苦情も相

当多いんですよ。漁業者からは資質が問題だと。運営サイド側もそれに向けた努力はしてい

るのですが、改善に至らないと。苦悩する利用者からは、解説側からの強い指導をしてくれ

ないかと。町に指導が求められているわけですが、町長はどうでしょうか、その辺は。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 今、ご指摘あった部分について、町にそういった直接的なお話というの

は伺ってございませんが、実態がどうなのかということについては、こちらでその辺は調べ

させていただきたいと思います。
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○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） 町で買受人の中身を変えてくれなんて来ないと思います。

  むしろ、漁業者のほうから、ほかの例えば市、町の首長さん、あるいは担当者はたびたびそ

の現場に来ると。でも、当町はさっぱり来ないと。年に１回の何かあるのでしょう、そのと

きだけだと。やっぱり町長が現場に来てもらうことを望んでいるようですよ。ですから、行

くことによって、さらに町の理解というものも深まるのかなと思いますよ。

  ですから、その辺あたりの今後の努力というものも必要かと思いますが、いかがですか。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） そういうご指摘があるということでしたら、別に特段の用事がない場合

でもそちらに顔を出すということはやぶさかでございませんが、大変申しわけないのですが、

我々が今やっているのは、町全体の復興事業をやっておりますので、特定の産業団体にだけ

顔を出すということには、なかなか時間的な余裕がないということもひとつご理解いただき

たい。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） 忙しいことはわかるんです。わかるのですが、やはり２カ月に１回でも

いいです、一朝行って、声をかけて頑張れという声が欲しいのだろうと思います。そうする

と、うまい魚でもよこすかもしれないから。そういうことも漁業者の方々は言っておるよう

でございます。

  それから、地元の買受業者の中では、後継者不足が懸念されると。今の代の方々が、俺はこ

れで終わりなんだと、いないんだという声が多いそうですよ。その辺、聞きませんか。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課長。

○産業振興課長（高橋一清君） 世帯の構成なんかを見ておりますと、やはり若手の後継者が一

緒に活動されていないような方々も多くいらっしゃることは気にしております。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） そうすると、懸念する材料ですよね、このまま放置しておくと。市場は

立派になったと、優秀になったと、だけど買受人が減っているということではよろしくない

なと。税金ですからね。やはり結果というものを出すための努力はすべきではないのかなと。

減少傾向にあるわけですよ、買受人の。

  ですから、今のうちから漁業者が懸念するような雰囲気といいますか、成り行きといいます

か、そういうものを早く払拭して、健全な形のやりとりが行われるような市場の中身につく
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り上げていくべきだと思いますが、その辺、いかがでしょうか。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課長。

○産業振興課長（高橋一清君） 後継者の問題は、非常に幅広いところから課題解決が求められ

ることだと思います。

  市場の健全な運営という観点からは、さまざまな努力はしてまいりたいと思っております。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） 課長も漠然とこういうことを言われて大変困っているのだろうと思いま

すが、いずれにしても高額な経費をかけてつくるわけでありますので、やりました、立ちい

かなくなりましたでは、これは許されるはずはありませんので、市場の基本というのは、大

事なことは、売買の活発化ですよ。競争力の激化ですよ。これがないと、やはり高単価は生

まないわけですよね。この辺あたりに少しメスを入れるようではないのかなと。これは、大

事なことであります。そしてまた、利用する漁業者の強い要望でもありますので、前向きに、

早急に取り組んでいただきたいなと思いますが、町長、いかがでしょうか。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 市場の運営というのは、漁協も中心になって、仲買人、そして生産者、

三位一体で運営してございますので、そういったトータルで考えていく必要があるのだろう

と思いますので、いずれ当町の基幹産業でありますから、しっかり町としても取り組んでい

きたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） こういう管理型に移行して走り始めても、一回の不信感、それで築き上

げた信頼というのはすぐ墜落するわけですよ。ですから、徹底した衛生管理、それから捕獲

維持ですね、水揚げ等の結果を出す相当の努力をこれからしていかなければならないのかな

と思っておりますので、町長の考えも今いろいろと聞きましたが、担当課でもそれに向けた

努力を続けていただきたいなと思います。

  次に、３つ目の観光産業等の連携を検討してと……。

○議長（星 喜美男君） ７番議員、暫時休憩しますので。

○７番（髙橋兼次君） 言う前に言ってくださいね。

○議長（星 喜美男君） 再開は２時３５分といたします。

     午後２時２０分  休憩
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     午後２時３５分  開議

○議長（星 喜美男君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

  髙橋兼次君の一般質問を続行いたします。髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） 引き続き質問をさせていただきたいと思います。

  先ほど、途中まで言いましたが、観光産業等の連携を検討すべきと、最初の町長の答弁の中

には若干入っておったようでありますが、我が町では人口減少がどうしても避けられない状

況にあります。やはり交流人口の増という考え方から、市場にも観光機能を持たせるべきで

はないのかなと。また、そういうことによって、地方創生のアイデアの一部にもならないの

かなと考えておるところでありますが、いかがでしょうか。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 市場の中を見学できるような、そういったスペースも設けてございます

ので、多分都会から来た子供たちにとっては、競り売りの現場を見るとか、魚がどのように

流れていくのかとか、そういうことを見るというのは非常に社会勉強になるのだろうと思い

ますので、町としても、今おっしゃったように、交流人口をどうふやすかということで、こ

の市場もそういった一つの機能として利用していきたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） 観光通路ですか、それは図面上はどのようになっているのですか。２階

が四方八方ぐるっと回って見られるようになっているのでしょうか、どのようになっている

のでしょうか。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課長。

○産業振興課長（高橋一清君） 四方八方というわけにはいきませんが、２階部分の通路がガラ

ス張りで下を見下ろせるような環境になってございまして、下での取引の状況や魚の動きな

どが上から見下ろして見学できるというものでございます。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） 運営者側の一部の方の話を聞きますと、やはり大いに歓迎すると。我々

もいろんな市場の役割、機能、そしてその流れ等々を後学のために説明するのもやぶさかで

はないと、歓迎したいということでありました。ぜひ、それはもう少し２階のほうからでも、

いろんな角度で、これは衛生上、余りむやみに入れないような状況にもなるかと思いますの

で、２階のほうから隅々まで見学ができるように、そういう配慮も必要だと思います。

  それと同時に、市場に水揚げされた水産物、これをすぐ買いたいというような来訪者も少な
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くないんですよ。やはり新鮮だというようなイメージが強いんですね。ですから、今後はそ

ういう直販できるようなスペースといいますか、そういう構想を運営者側と練ってみてはい

かがでしょうかね。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） まず一つには、ごらんいただくということは、ご承知のように魚の消費

量が全国的に落ちてございます。したがいまして、魚離れを何とか食いとめるということに

ついては、子供たちに見てもらって、魚を身近に感じてもらって、おうちに帰って魚の消費

をふやすということも一つの目標でありますので、積極的にその辺の仕掛けはやっていきた

いと思います。

  今のお話、場外市場だと思いますが、どのような形でできるか、もうやっている魚市場がご

ざいますので、当市場で、どのような形でできるのかということについては、運営主体であ

ります漁協といろいろ検討はさせていただきたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） ぜひ、積極的に検討していただきたいと思います。

  それと、見学は、町内の小中学生こそが見学してもらって、地元の水産業というものの理解

を深めていただきたいと思っているのですが、その辺あたりは、今後の教育につなげるべき

かと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（星 喜美男君） 佐藤教育長。

○教育長（佐藤達朗君） 私も髙橋議員さんと同じ考えでございますので、ぜひ前向きに検討し

ていきたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） いろいろと時間も気にしながら３点を申し上げてきましたが、ぜひこの

市場が光るような流れになるよう、努力していただきたいなと思います。

  ２件目でございます。災害対策について。

  近年、異常気象が原因とも思われる大災害が多発する中で、漁業者が不漁に見舞われたり、

海況異変によって起きる養殖水産物の品質劣化や、低気圧等で損害を負ったときなどに、保

険の仕組みにより、その損失を補塡する制度があることはご承知かと思います。その損失を

補塡するに当たり、共済の掛金が必要になるわけでありますが、高額であるため、利用頻度

が非常に低い状態であります。

  大震災からの自立もままならない今、漁業経営を円滑に継続していくためには、必要不可欠
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な制度であると考えるものでありますが、この制度を利用する漁業者に対して、掛金の補助

をぜひ検討すべきと思うわけでありますが、町長の考えをお聞きしたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） それでは、２点目のご質問にお答えさせていただきますが、質問の要旨

ということについては、漁業共済加入における町の財政支援の考え方についてということの

ご質問だと思っております。

  言うまでもなく、水産業は当町の基幹産業でありますので、震災から復旧に当たり、国ある

いは宮城県の補助事業、または民間の助成金などを活用いたしまして、さまざまな角度から、

可能な限りの支援を行ってまいりました。

  漁業者の皆様にはこれらをご活用いただきながら、着実に復興へ向けた歩みを進めていただ

いておりますことは、大変心強いと思っております。

  漁業共済は、いざというときの備えとして、予期せぬ不漁による水揚げ金額の落ち込みや災

害時における養殖物の被害に対し、対象漁業や漁仕事に一定の割合が補塡される制度であり

まして、その有効性は認識しているところでございます。

  また、資源管理や漁礁改善計画を定め、これを遵守することなどによりまして、国からの掛

金助成や掛金追加補助も受けられる大変手厚い制度となっております。

  町内の漁業者の皆様も、歌津地区についてはアワビ漁の対象組合員全員が、ワカメ養殖では

半数強が加入しております。志津川地区におきましても、銀サケ養殖あるいは大型定置網で

は100％、刺し網漁でも小型動力船組合員の８割が加入しているとお聞きしております。もち

ろん、対象魚種や漁業により状況は異なるものと存じますが、既に一定の利用実績がありま

して、県内の加入者数も年々ふえているというデータもございます。

  そもそもこういった共済事業は、事業者が自己責任で選択する平常時からの備えに当たるも

のでありますから、他の事業者とのバランスも考慮すれば、共済掛金の一部を町が補助する

ようなことはなじまないと考えております。漁業者の加入促進につきましては、宮城県漁業

協同組合と協力しつつ、共済制度への理解増進に努めてまいりたいと思います。

  今後は、災害などのリスク管理を意識しつつ、持続可能な漁業経営を可能とする、選ばれる

産地づくりを官民一体で図っていく必要があると思っております。

  安全・安心の水産物供給体制整備、自然環境や水産資源の管理、資源循環型社会への取り組

み等による地域水産物のブランド化を目指して、持続可能な水産業の振興を図ってまいりた

いと思いますので、ご理解いただきたいと思います。
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○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） 掛金の補助はなじまないという考えであるようでありますが、東日本大

震災の発生当時の漁業の状況は、全てにおいて漁期直前でありました。イサダの解禁であり、

養殖においては、仕込みが終わりまして、ほとんどの魚種が盛漁に入る前でありました。失

ったものは相当のものがあったように記憶しております。

  このときにこの制度を利用していたら、現在の経済力に相当の差が出ておったのかなと悔や

まれるところであります。と同時に、当時から行政としてこの制度の制度活用の指導力も低

下しておったのではないのかなと。もう少し指導力を高めておれば、まだ復旧率が上がって

おったのではないかなと今さら考えるわけですが、いかがでしょうか、その辺は。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 立場上、この辺の漁業共済の内容についてはお詳しいと思いますが、多

分ご承知のように、震災前、漁業共済、集落全て全戸加入ということが前提でございました

ので、加入促進といってもなかなか進まなかったという現実がございます。

  しかしながら、制度改正によりまして、集落全戸加入ということの点については改正された

ということでございますので、加入が段々段々ふえてきているというのは、そういうところ

にもあらわれていると思います。

  確かに、当時そういった漁業共済に入っていれば、さまざまな手厚い支援があったと思いま

すが、残念ながら当時入っていなかったということでございますので、そこはそれとして考

えなければいけないと思っております。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） 国からの補助が入っているということであります。

  人数が団体扱い、あるいは個人扱いでも掛金の差は出てくると。団体扱いでも水揚げが基準

になりますので、やはり高いんですね。掛金の高さで、震災中でありますので、大変な時期

であるので、どうも踏ん切りがつかないというか、懸念されている方が多くて、掛けない状

況が続いているということで、最近になって、昨年あたりから、震災の影響力というものも

あるのでしょうが、徐々に掛ける方々がふえてきたと。でも、まだまだ半数にも満たないと

いうことでありまして、先ほど言われましたアワビは、これは志津川もですね、歌津もです

けれども、100％ですよ。これは、昔からずっとやってきたものでありますが、養殖物につい

ては、志津川支所あたりの状況を見ますと、施設に掛けている方が多いんですよ。水産物に

掛けないと、これも意味がないんですよね。ですから、施設に国の補助はあるんですけれど
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も、これは激甚災害でありまして、相当激甚災害はハードルが高いんですね。施設にはある

が、水産物にはないということで、漁業共済は全てを賄う非常に便利な制度ではあるものの、

掛金の高さ、これに大分皆さん苦慮しているようであります。

  ですから、なじまないというものの、我が町の基幹産業、かなめでありますので、漁業経営

が安定するまでの限定措置とか、そういう考え方もあるのかなと。

  さらにこれから、がんばる漁業等々、あるいは雇用事業等々、終わってくるわけですが、こ

れからが本当の意味で自立しなければならない。そういう時期に入ってきました。

  今までは、体力をつけておったのかなというと、必ずしもそうではないのかなと。これから

やっていく上で、いろんな災害だけではなくて、流通の関係上、あるいは海況の異変等でう

まく流通ができない、あるいは単価が安い、そういうような状況が生まれますと、水揚げ減

になります。その中で掛けていくということは大変厳しいものがあるのかなと思いますので、

期限つきの考え方もあるかと思いますが、その辺あたりで、なじまないとばかり言わないで、

考え直してみるというような、検討するということはありませんかね。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 行政の立場で行きますと、漁業共済の話をしてございますが、壊滅的な

打撃を受けたのは漁業だけではなくて、農業もそうでありますし、商工業もそうであります。

  漁業共済のほかに、農業には農業共済がございますし、商工業には小規模企業共済がござい

ます。そういった分野も含めて補助を出すということについては非常にハードルが高過ぎる

ということでございますので、ここはひとつご理解いただく以外にないと思っております。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） 高いと、かなり厳しいということでありますが、県内の市町村の助成の

内容を今ここで申し上げますと、東北６県といいますが、福島が抜けておりますので、青森

県が９市町村です。岩手県が８市町村、4,000万から4,500万ぐらい県で出しているんですね。

秋田、山形とあるのですが、この５県の中で、宮城県は一番最低ですよ。１件だけです。１

市町村。市町村というよりは、１町ですね。これは女川ですよ。女川は、24年から26年まで

は全額補助ですよ。漁獲共済を除きましてね。件数で130件。2,500万なんですよ。女川のよ

うな対応は、当然それは無理だろうと思いますが、やはり各市町村の補助の割合を見ますと、

７％から10％前後の補助をしているわけですよ。

  しつこいようでありますが、もう少し、漁業者だけとは言いません。各産業においてそうい

う構造があるのであれば、各産業へ配分というか、補助しても構わないのかなと思いますが、
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いかがでしょうか。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） それぞれ役割分担といいますか、そういうものは基本的にあると思いま

す。

  行政として漁業振興という形で取り組まなければいけないのは、基盤整備とかそういった分

野については、行政としては当然積極的に取り組む必要があると思いますが、先ほど最初の

答弁でお話しさせていただきましたが、掛金については大分国からの手厚い補助があるとい

うことでございますので、その辺、担当課長から、現状の制度の中でどれほどの補助がある

のかということに若干説明させたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課長。

○産業振興課長（高橋一清君） 共済金制度の財源の仕組みについてご説明させていただきたい

と思います。

  議員ご存じかとは思いますが、漁獲共済とか養殖共済、それから特定養殖共済などのそれぞ

れの制度によって財源の補塡割合なども若干微妙に違いがあるんですけれども、少なくとも

50％、55％程度以上から、多いものですと、国の財源によって約80％ぐらいの補助率となっ

ておりまして、基本的にはそれが公共からの支援という仕組みになってございます。

  もともと共済制度は、基本的には互助制度ということで、お互いの生産者同士が助け合うと

いう考え方が基本になっておりますので、それらは多いものですと、補助を除いた２割程度

のところでの相互扶助の制度をなしているというものでございます。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） その内容については、丸々知らないわけではないんですよ。それでも高

いということなんです。

  なぜ高いかというと、正確に調査したわけではないからこれを余り言うことは適当ではない

と思いますが、やっぱり全国でこの制度が使われておって、それで最近この地方でこれが浸

透し始まってきているわけですが、南のほうでは多額なものを掛けているわけですよ。補塡

も大きいというようなことで、なかなか掛金が下がらないというような憶測もあるわけです

よ。要は、南のほうのあおりをこっちで若干ながら受けているというようなこともあるんで

すよ。

  それで、50％から70％の中で、基準が５年間の水揚げの中の上下を除いて３年平均のトータ

ルを出すと。それによって、また若干差し引きして、それで基準額を決めるという方法です
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と、一生懸命頑張っている方々が何百万単位と掛けなければならない。掛けてもそれ以上の

水揚げがあれば、それは捨てなければならないと。掛け捨てですから。そういう現状がある

んです。ですから、町長の気持ちはわからないわけではありませんが、しつこくなっている

のはそういう考えがあるからであります。

  いろいろ今やらなければならないことも多々あるようでありますが、そういうものが進んで

いく中で、若干でも考えていく余裕といいますか、そういうものが出てきたときには、もう

一回考えてみて検討していただきたいなと。

  そういうことをお願いしまして、終わります。

○議長（星 喜美男君） 以上で髙橋兼次君の一般質問を終わります。

  通告３番、後藤伸太郎君。質問件名、１、三陸道からの町の入り口の整備について、２、林

業の展望は。以上２件について、一問一答方式による後藤伸太郎君の登壇発言を許します。

１番後藤伸太郎君。

     〔１番 後藤伸太郎君 登壇〕

○１番（後藤伸太郎君） それでは、議長のお許しをいただきましたので、登壇しての一般質問

をさせていただきたいと思います。

  質問は２件ありますけれども、１件目の三陸道からの町の入り口の整備についてということ

で、壇上から質問させていただきたいと思います。町長にお答えいただければと思います。

  質問する経緯というか背景というか、今、震災からもうすぐ４年がたちますけれども、これ

からは復興期から発展期へと町は入っていく時期に差しかかっています。

  単なる復旧・復興にとどまらず、発展していくと、震災前の状況よりももっとよい町にして

いくんだという覚悟を皆さんお持ちだと思うんですけれども、その場合に町の玄関口になる

ところというのは、そこにどういう戦略を持って、どういうアイデアを盛り込んでいくのか

ということが非常に重要なのかなと思います。

  震災から何が変わったかというと、三陸自動車道が順次延伸してきまして、工事が進みまし

て、仮称ではありますけれども、志津川インターチェンジが来年度27年度に供用開始する予

定であると伺っています。

  そこの出入り口をどのように整備していくのかということは、非常に町の戦略として重要か

と思いますので、今の町長のお考えをお伺いしたいと思います。

  １つは交流人口の拡大。これは、以前から町長がよく言われていることであります。町の活

力をつけていくためには必要なことだろうと思います。そのために、三陸道の出入り口でで
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きること、これから取り組んでいかなければいけないと思っていることは一体何なのかとい

うことを伺いたいと思います。

  ２点目は、今、仮称の志津川インターから志津川の新しくできる市街地、もしくはそこを通

じて戸倉地区、もしくは歌津地区、または入谷地区もそうですけれども、国道398号線の沿線

をどのように活用して、町の玄関口としていくのかということも重要だと思います。現状、

どのように活用していく予定で、今後どのように予測されているのかということを２点目で

伺いたいと思います。

  ３点目は、先ほども申しましたが、インターチェンジは町内にあと数カ所、この後できてい

く予定です。今、志津川インターチェンジで取り組もうとしていることというのは、仮称の

南三陸海岸インターチェンジ、歌津インターチェンジでも同様に考えていかなければいけな

いことだろうと思いますので、そこも含めて質問してみたいと思います。

  以上、壇上からの質問とさせていただきます。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） それでは、後藤議員のご質問の１点目でありますが、三陸道の出入り口

での交流入口拡大のための取り組みはということについてでありますが、町としては、志津

川地区市街地の60ヘクタールの区画整理事業によってゾーニングをいたしましたエリアに、

にぎわいの創出、交流人口の拡大を図ることを目的に、志津川地区グラウンドデザインを設

定しておりまして、そこでは、将来的には道の駅等の整備を伴い、当町への観光客が休憩し、

回遊していただく拠点施設として整備しているところであります。

  議員ご指摘のとおり、町の玄関口ともいえる仮称志津川インターチェンジでありますので、

今後、市街地の商店街や港町らしさを感じ、文化、教育、食を通じ、地域の方々との交流を

図っていただくため、いかに市街地に誘導を図るかを基本として、そこから里山を感じ、グ

リーンツーリズム、ブルーツーリズム等の体験学習や教育旅行を目指すのであれば、入谷地

区、戸倉地区、歌津地区へと誘導するなど、交流人口拡大につながるような工夫をしなけれ

ばならないと考えております。

  ２点目のご質問、国道沿線の土地利用計画はということでありますが、小森から御前下にか

けては、震災後にガソリンスタンドや店舗が建設され、町民の生活を支える地域として一定

のにぎわいを見せておりますが、当該地区は町の震災復興計画の中で定めた基盤整備を行う

区域ではないことから、民間の経済活動の中で自然発生する郊外型の商業エリアという位置

づけによりまして、周辺地域で生活する町民の皆さんの生活の利便を担う地域としての役割



５６

を果たしていくと思っております。

  したがって、現時点で新たに当該地域の基盤整備を行う予定はありませんが、民間事業者に

よる基盤整備や区画整理事業については、町としてできる限りの支援を行いたいと思ってお

ります。

  次に、３点目のご質問、三陸道は順次延伸していく予定だが、今後の計画はということでご

ざいますが、議員もご案内のとおり、三陸縦貫自動車道の整備は、震災復興のリーディング

プロジェクトと位置づけられ、迅速な全線事業化が図られているところであります。

  昨年４月、国土交通省より、登米、志津川道路、仮称でありますが、志津川インターチェン

ジまでは平成27年度供用開始予定、南三陸道路仮称南三陸海岸インターチェンジまでは平成

28年度、仮称歌津インターチェンジまでは平成29年度に供用開始予定であることが発表され

ました。現在、これらの目標に向け、順調に工事が進捗しているものと聞いております。

  しかし、現時点では、震災からの集中復興期間は平成27年度が最後となっており、平成28年

度以降の予算確保については依然として不透明なものとなっておりますことから、三陸縦貫

自動車道の早期供用開始に向け、関係市町と連携を密にしながら国に要望してまいりたいと

考えております。

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。

○１番（後藤伸太郎君） では、１点ずつ整理しながら質問させていただきたいと思います。

  １点目は交流人口拡大ということで、町長もご存じというか、今のお答えを聞きますと、覚

悟されている部分があるのかなと十分わかりましたけれども、町の玄関口で何か仕掛けを打

っていくということは必要なことだよというお考えはあるのだろうということは認識いたし

ました。

  その前に、前段としてちょっとお伺いしておきたいのが、交流人口拡大と言ってはおります

けれども、そもそも南三陸町に交流しようとか、南三陸町を目指して来ていただいている方

というのが大体震災前の水準にやや戻りつつあって、90万人ぐらいまで回復してきていると

いうことは伺っていますけれども、そもそもどちら方面からいらっしゃっている方が多くて、

一体どういう交通手段でこの町にお入りいただいているのかということをどのように捉えて

いらっしゃるのか伺ってみたいと思うのですが。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） うちの町にお入りいただいている方々、今ちょっと聞きました。

  宿泊客は関東方面ということになっておりますが、それ以外、宿泊でなくて、いろんなさま
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ざまな形の中でおいでいただいているのは、間違いなく南のほうから入ってくる方々のほう

が多いのだろうと。南というのは仙台方面ということですが、そちらのほうからおいでにな

る方が多いと思いますし、それから利用する公共交通機関ということになりますと、マイカ

ー、乗用車でお入りになっている方々が圧倒的に多いのだろうと思います。

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。

○１番（後藤伸太郎君） そのとおりなのかなと思います。

  であれば、マイカーで、自家用車でこの町にお入りになる方が多い、継続的にいらっしゃっ

ている方が多いということであれば、やはり三陸道ができるということは、人の流れそのも

のが今後変化していくのだろうと想像するにかたくないわけです。

  では、どのように玄関口で町のにぎわいを創出していくのか、演出していくのかという部分

になると思うんですけれども、先ほど余り具体的な事例が聞こえてこなかったかなと思いま

す。グリーンツーリズム、ブルーツーリズム、そこへの人の誘導、食などをキーワードにし

てということは、町全体として今までも取り組んできていることですし、これからも取り組

んでいかなければいけないことだと思うんですね。それが今確認したとおり、車でこの町に

来る人が多いと。三陸道が通ったのだから、三陸道で来るよねと。そこの入り口に入ったと

きに、この町はこういう町なんだねと、こういうことをやりたければここに行けばいいのか

なということがはっきりわかるように示すべきだと思うんですけれども、そこの整備は今ど

のようにお考えですか。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） よく仙台方面とか東京の方面にお邪魔させていただいたときに、三陸道

がやっと来年度に南三陸志津川までインターチェンジで供用開始になると、近くなっていい

ねという、大変皆さん喜んでいらっしゃいますので、南三陸町の町民だけでなくて、この町

においでになっている皆さんも、この町までストレートに三陸道が入ってくるというのは、

皆さん本当に喜んでいただいているというのは我々もありがたいなと思ってございますが、

私がお話ししたいのは、三陸道の志津川インターチェンジのかいわいで、そこで交流施設を

つくるとかいう考えはございません。要は、先ほど来お話ししましたように、志津川地区の

グラウンドデザイン、いわゆる商店街、なりわいの場所、こちらのほうにどのようにおいで

になった方々を誘導するかということが非常に大事だと思っておりますので、そちらのほう

に足を向けていただける、あるいは車をそちらのほうに向けていただけるために、あの地域

にどういうものが必要なのか、例えば誘導看板で非常にわかりやすい、行ってみたいと思わ
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せるような、そういう施設等々については検討していかなければいけないと思っております。

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。

○１番（後藤伸太郎君） キーワードとして玄関というお話を何回かさせていただいていますけ

れども、玄関口で全部用を足してあとはお帰りいただくような町であっても、それはそれで

問題だろうと。ちゃんとこの家にはこういうものがあってという歴史を感じていただくとい

うことは必要ですので、町の中心部に向けて人の流れを誘導していくということで、例えば

看板であるとか、案内所とか、そういうものをつくっていくというお考えはあるということ

でよろしいですか。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 何回も言いますが、当然玄関口でありますので、どこのうちもそうです

が、玄関というのは非常に大事でございますので、この町におりてみたい、あるいはこの町

からずっと海岸沿いに行って、それこそ先ほど来ご質問あるように、市場のほうに行って海

に触れてみたいとか、そういうふうな人の流れをつくっていくのが、ある意味玄関に課せら

れた大きな使命といいますか、そういう部分があるのだろうと思います。

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。

○１番（後藤伸太郎君） １つ心配しているというか、ほかの自治体の事例をこの場でお話しす

るというのは余り具体の話をするべきではないのかもわかりませんけれども、三陸道をおり

たときに、私も三陸道をよく行ったり来たりしますので、目印となるようなものが実際に目

に入ってくるという箇所が意外と少ないように思っています。

  もちろん南三陸町を目指して来ていただく方ですから、町の入り口で案内しなくてもそもそ

もわかっていらっしゃる方というのも多いのだろうと思いますけれども、入り口でのにぎわ

いを演出していくということは必要だと思うんですね。そこで全て完結させてほしいと、例

えばそこに物産館をつくって、そこで買い物ができてインターチェンジをおりなくても用が

済むとか、そういう整備を目指してほしいと言っているわけではなくて、演出に係る町長の

思い、意気込みみたいなものをぜひ聞いておきたい。

  これは今後の話ですけれども、いずれ南三陸町のインターチェンジが通過点になる日も来る

のだと思うんですね。そのときに、そうはさせないといいますか、志津川に限らず、南三陸

町内に整備されるインターチェンジで何だろうこの町はと、おりていただくような仕掛けを

つくっていくことというのは必要だと思うんですね。今、町の中心部の復興作業が大変忙し

く、事業に追われていますけれども、人が実際に動き始めてから、後から看板を立ててこち
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らですよと案内するのでは遅いのだろうと思うんですね。そこを、先を見越してお考えいた

だきたいという思いがありますので、この点、もう１点だけお答えいただきたい。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 多分ご承知だと思いますが、三陸道の敷地内というか、そこに町独自の

看板をつくるということについては非常に難しい。難しいというよりもできないと思います。

  ですから、それと違う場所で看板設置等を含めて考えなければいけないのですが、基本的に

はこの町に来るとどんなおもてなしがあるのかなというイマジネーション、そういうものを

膨らませるようなことがこれから望まれる看板といいますか、誘導策なのだろうなという思

いは持っております。

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。

○１番（後藤伸太郎君） イメージを膨らませるというお話をいただきましたので、１つ提案と

いうか、ある種だめもとでといいますか、お伺いしたいのですが、志津川インターチェンジ

は仮称ですよね、そこを、人目を集めるような正式名称にすること、どういう名称がいいの

かわかりませんが、オクトパスインターチェンジとか、あってもおもしろいのかなと思うの

ですが、そういうお考えはありますか。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） ございません。

  というのは、歴史があります。三陸道の要望活動を展開して、もう既に二十数年になります。

その折からずっと、旧町時代から含めて、志津川インターチェンジという要望活動をずっと

続けてまいりまして、国土交通省もここのインターは、仮称とはつけていますが、大体国土

交通省の皆さんは志津川インターチェンジという思いを持ってございますので、多分この志

津川インターチェンジ、二十数年我々が使ってきたものをひっくり返すということになりま

すと、それ相応の理屈づけがないとなかなか難しいのかなという思いがあります。

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。

○１番（後藤伸太郎君） そういう今のアイデアがいいのか悪いのかというのはわかりませんけ

れども、いろいろなアイデアを供用開始までに積み上げていくことというのは必要なことだ

と思います。そのお考えはあるのだろうということですので、既存の枠にとらわれない発想

で今後考えていかないと、今までどおりのイメージできるような、今までどおりのアイデア

でそこに挑んでいったのでは、この町の交流人口というのは結局頭打ちになってしまうのだ

ろうと思いますので、そこはひとつお願いしたい。
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  関連といいますか、三陸道と別に、くりこま高原駅という新幹線の駅があって、そこから県

北道路というのが走っていると思います。これも他自治体のことなのでどうなのかという気

持ちはあるんですけれども、そこが例えば今後ダイレクトにつながっていく可能性があるの

であれば、この町のキャンペーンを打つ場所みたいなものも、仙台から例えばくりこま高原

駅にシフトするとか、そことの公共交通、バス等、輸送が可能なのかどうかということは一

考の価値はあるのかなと思いますけれども、今現状はどのように進んでいるのでしょうか。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 今、栗駒を出て、それから伊豆沼とかを通ってくる、県北高規格道路で

す。基本的には宮城県が主体で今つくっている道路ですので、あれが三陸道の近くまで完成

すれば、栗駒高原から当町に入ってくるのに非常に有効といいますか、大変有意義な、我々

としても大変ありがたい道路になりますので、そういった県北高規格道路の整備促進という

ことについても毎年総会がありますので、その席で当局も出席しますので、毎年協力に陳情

といいますか、要望活動を展開してございまして、あの道路もこれまでよりもスピードを上

げて今進んでいるということは多分議員もご承知のとおりだと思いますが、これからもそう

いった要望活動は展開していきたいと思っております。

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。

○１番（後藤伸太郎君） １点、聞きたいのですけれども、感触として、つながるのですか。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 残念ながら、三陸道にはつながらないです。ただ、登米インターの近く

までは来るということですので、若干おりますが、すぐ上がっていけると、そういうふうな

整備を今検討して進めているということでございます。

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。

○１番（後藤伸太郎君） わかりました。

  このお話で質問させていただきたいのが、先ほどちょっと述べましたが、仙台から南三陸に

入るよりも、くりこま高原から南三陸に入ったほうが非常に近いし早いという現実があるの

だろうと思うんですね。

  また、くりこま高原駅という名前からして、山の中の駅なのだろうなとイメージしたところ

から１時間もせずに海が見えるということは我が町にとって一つの大きいセールスポイント

になり得るのかなということは思いますので、南三陸町として主体的に活動している事業で

はないので、要望を上げていくということになっていくのだろうと思いますが、引き続きの
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強力な要請をぜひお願いしたいなと思います。

  ２点目の国道沿線を今後どうしていきましょうかというお話で、私は詳しくこの辺をお伺い

していこうと思ったんですけれども、ほかの議員の一般質問もあることですし、先ほどお答

えの中で、基盤整備をしていくエリアではないと。町としても、国道沿線を今のところ主体

的に基盤整備したり、土地の利活用を図っていくという方針はないんだというようなお考え

でした。

  １つだけ、今後の予測として、三陸道をおりて外から入ってくる国道に対して、志津川環状

線というのですかね、高台の連絡道路が交差する地点が必ずどこか図面上に出てくるんです

けれども、要は地元の人が使う道路と外から入ってくる、または外に出かけていく人たちが

まさに交流する、交わる地点だと思うんですね。そこを町として余り重要視していなのかし

らというふうに聞こえるんですけれども、そこをどのようにお考えなのですか。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 重要視していないということではなくて、基本的に町の土地利用をどう

するかということでこれまでずっとやってまいりまして、我々とすれば、少なからず60ヘク

タール、あの土地をとにかく全て埋めるといいますか、利活用するというような大目標がご

ざいますので、そこをどんどんどんどん広げていくということになりますと、町内に虫食い

が出てくるという懸念がありますので、誘導するということになれば、旧志津川の市街地、

あの場所に我々としては誘導していきたいと考えておりますので、そちらを冷遇するとかそ

ういうことではなくて、今後のまちづくりの中でどこをへそにするのか、どこを重点的にま

ちをつくっていくのかということの考えですので、冷遇とかということでは決してないと思

っております。

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。

○１番（後藤伸太郎君） 町が主体的に基盤を整備して土地利用を考えていくのは、まず優先す

べきが、被災して大きな被害を受けて、そこに盛土をして新しい市街地を形成しようとして

いる地点がまず優先されるべきで、それ以外の地点、先ほど答弁の中でありましたが、現況

で官が主導しなくても民の力で一定程度の施設整備というか、発展が見込まれている、現時

点でもう開発されているというところに関しては踏み込んでいくよりもまず先に優先すべき

ことがあるという認識でよろしいですか。わかりました。

  今、国道沿線にいろいろな施設が現状で建っているというお話をさせていただきました。例

えばポータルセンター、もしくは以前の合同庁舎が建っている跡地、そこに隣接してさんさ
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ん商店街という地域があります。そこは、要は今後町の中心からは少し外れていくというか、

そこにあった機能が段々移行していくということになっていくのだろうと思うんですけれど

も、そこの今後の見通し、予定というのがなかなか我々の耳に入ってこない部分があります

ので、その３地区の土地利用、今後どういうふうに推移していく予定なのか、お聞かせいた

だければと思いますが。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 多分ご承知だと思いますが、さんさん商店街は個人の土地でございます

ので、町の土地ではございませんので、さんさん商店街があそこに立地するうちは、あそこ

をお貸しするということでお借りしているという状況でございます。したがいまして、あそ

この土地利用について町が能動的にこうしたいああしたいという場所ではないということだ

けはご理解いただきたい。

  それから、合同庁舎の土地につきましても、あれは県の土地でございまして、さんさん商店

街をあそこに設置するというときに、駐車場が少ないということで、町から県にお願いさせ

ていただいて、当面、当面というのはさんさん商店街があるうちだと思いますが、お貸しい

ただきたいということで県からお借りしている土地でございますので、その後のあそこの土

地の利用ということについては、あとは県がどう考えるかということになろうかと思います。

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。

○１番（後藤伸太郎君） 民有地と県有地ということですから、町が声を上げてどうこうしてい

くというところではないと。ポータルセンターに関しては、今どのような予定なのでしょう

か。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） ポータルセンターは移設したいと考えております。いずれさんさん商店

街もこちらに来ますので、今までのあそこの連携といいますか、それは非常に効果的に活用

しておりますので、こちらのほうに移ってきた場合には、ポータルセンターも移設したいと

思っております。

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。

○１番（後藤伸太郎君） もう１点、今かさ上げ工事が行われているところですけれども、沿線

に松原グラウンドを復旧する用地がございます。

  ただ、用地自体のかさ上げ工事というのは進めていけるのだろうと思うのですが、それこそ

先ほど申し上げた398号線と志津川の環状線がしっかり整備されないと、そこへのアクセスと
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いうのが基本的に不可能な場所だろうと思います。そうした場合に、そこまであそこをグラ

ウンドとして使うことというのは非常に難しい期間が一定程度あるのだろうと思います。

  その際に、町民の皆さんの間から、グラウンドゴルフをする場所を整備してほしいという声

が、以前から議会でも発言しておりますけれども、今、高校の下にそういう土地があって使

っておりますが、それが１年間というお約束だと聞いています。すぐ松原グラウンドが使え

るようになるのであればそっちに行きたいねというのがイメージはされるんですけれども、

それは現実的に不可能であるというのであれば、そこのつなぎというのは今どのようにお考

えなのか、うかがいたいと思いますが。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） その土地の今後の整備スケジュール、あるいは道路も含めてそうなんで

すが、担当課長から答弁させます。

○議長（星 喜美男君） 復興市街地整備課長。

○復興市街地整備課長（沼澤広信君） まず、高台連絡道路につきましては、高台中央地区含め

てなんですけれども、28年中に高台の防集の区画の引き渡しを行うということを目標に進め

ていますので、その時点では高台の連絡道路が通っているという見込みを立てております。

  なので、今議員おっしゃったとおり、公園だけできても、なかなか周辺の道路等が整備され

ないとアクセスができないということになりますので、公園の施設の整備はそのちょっと前

からやらなければいけないんですけれども、今、現にかさ上げが進んでいますので、その間

のタイムラグというのですかね、期間が出ると思われますので、どういった活用ができるか

というのは検討させていただきたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。

○１番（後藤伸太郎君） では、１点目、２点目を踏まえての３点目ということで、町内の今後

ということになっていくのかなと思います。

  玄関口としての認識は非常に強く持っている。そこから人を町の中心部に誘導していくんだ

というお気持ちがあるのだということはわかるんですけれども、では具体的にどうするんだ

といった場合に、沿線は基盤整備の外である、土地利用を考えていくのであれば、町の中心

部が優先であるということであると、非常に心もとないなと思う部分が若干今の感想として

は、私個人としては持っています。

  要は、三陸道の終着点といいますか、ゴールが向こう３年間ぐらいは町内にあり続けるとい

うことだと思うんですね。三陸道の行きどまりというか、三陸道が完全につながれば、気仙
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沼であったり岩手だったりというところまで行けるようになりますが、そうなるまでにはま

だかなりの時間があると。仙台から三陸道に乗ると、南三陸町内に出口があるという状況が

何年か続くわけですので、そこを有効に使って町のにぎわいを創出していくんだということ

には、何か今の時点で具体的なアイデアが１つ、２つ欲しいなという思いが個人的にはあり

ます。

  その上で、一つ特区という考え方があるのだろうと思います。認識としてどのようにこの場

で扱ったらいいのかというのは非常に難しいところもあるんですけれども、観光特区に先日

認定されました。その前からものづくり特区という制度がこの町にあります。これもイメー

ジのお話で申しわけないんですけれども、特区に認証されましたということが、すぐにまち

づくり、町のにぎわいができるんだということに直結しそうなイメージというのはどうして

もあるんですけれども、果たしてそのようになっているのかどうかです。

  特区はいいんですけれども、そこでその制度を活用して、実際に何か事業であるとか、企業

であるとかにお入りいただいて、実際に活動が始まらないとその意味はないと思うんです、

基本的には。そこがどういう見通しで、今後どのように進む予定なのかというお話をぜひこ

の場で聞いておきたいと思うのですが、いかがですか。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 多分ご指摘の点はそのとおりだと思います。

  ご案内のとおり、観光特区について、特区の内容というのは篤とご承知だと思いますが、税

の優遇です。それが果たして企業誘致にどれだけ結びつくのかということについては、明確

に答えをということですが、なかなか現時点としてその辺を明確にお話しするという環境に

はないということですが、いずれにしましても、観光特区に指定されたということの優位性

というのを、町内だけでなく町外も含めてなのですが、どのようにそれを発信していくかと

いうことも町としてやらざるを得ない取り組みだと思っておりますので、いずれその辺の考

え方みたいなものがあれば、担当課長から説明させます。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課長。

○産業振興課長（高橋一清君） ただいま町長が申し上げましたように、特区という名前が、何

かウルトラＣのような印象がひとり歩きしてしまっている感はなきにしもあらずなのですが、

現実制度上は税の減免ということで、さらにそのエリアも集積が目的ということでございま

して、町内の道路沿線に近いところに１筆ごとに、計画の中に入れられたその土地に建てる

ということが条件になりますし、さらにその際に認定され得る対象業種というのも細かく決
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まっておりまして、それらの条件がぴたっと合ったものについて税の減免が受けられるとい

うような制度でございます。

  申し上げましたように、398号線沿い、45号線沿い、あるいは神割とか泊とか、従来のいわ

ゆる環境拠点とされていたエリアあたりを重点的に指定されて、今後そのエリアで行われる

観光に関する事業、なるべく優位に制度を活用していけるように、担当課としても図ってい

きたいと思っております。

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。

○１番（後藤伸太郎君） ウルトラＣではない。今、お話を聞くと、特区が認定された地区とい

うのが細かく決められていて、まずそこの場所でなければならなくて、さらには観光特区で

あれば、観光のためになるというか、観光に資すると言ったらいいんですか、という業種が

細かく定められていて。

  お話を聞いていると、そういうお話は実際あるんですかねという心配が出てくるんですけれ

ども、特区をとったのはいいけれども、誰も特区に入らないと。では、何のためにとったの

ですかというお話になると思うんですね。そこの実効性というのはどのように考えて特区の

認証に踏み切ったというか、認証をおとりになったのかということをちょっとお伺いしてみ

たいと思うのですが、いかがですか。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課長。

○産業振興課長（高橋一清君） 特区の種類でいいますと、先ほどものづくり特区というお話も

ありましたので、そちらのほうでは地元の製造業を中心に、現在17社ほどの実績が出ており

ます。観光特区のほうはこれからというタイミングではありますが、従来の南三陸町が行っ

てきたいわゆる観光のまちづくり、さらには今後復興後も南三陸町の自然や地域の魅力を生

かした観光振興というのは、やはり産業の中で非常に重要な役割になっていくはずですので、

そういった中で事業者が少しでもチャンスを広げられるように、町としてはとりあえず制度

の拡充という部分では導入しております。

  ここから先は担当課となる産業振興課としましても、広くそういった有利条件を生かして、

それぞれの事業者のインセンティブとなるような働きかけの中で、早期の町の復興に役立つ

事業展開を進めていきたいと考えているところでございます。

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。

○１番（後藤伸太郎君） 現状等、そこにやっぱり課題があって、それを一つ一つクリアしてい

かなければいけないのだろうと思うんですけれども、特区の話でいえば、大事な玄関口にそ
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ういう特区はそもそも設定されているのかどうかというお話も少し気になりますので、そこ

を今の時点で押さえておればお答えいただきたいと思いますが。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課長。

○産業振興課長（高橋一清君） 済みません、地図が細かいので今確認させていただきましたが、

確かにその特区のエリアの中に志津川インターの部分は入ってございます。

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。

○１番（後藤伸太郎君） 三陸道の出入り口から町の交流人口ということで少し考えてみたので

すけれども、今までの質問とまた真逆のベクトルというのも一つ考える材料として押さえて

おかなければいけないと思うんですが、外から来る人にとっての出口であるということは、

この町から出ていくための入り口でもあるというふうになると思うんです。ただ、この町に

住みながら、住みやすいこの町で暮らしながらほかの町外で働いて、この町にまた帰ってく

るというライフスタイルという生活もやりやすくなると思うんですね、インターチェンジが

つながることで。であると、今までの交流人口の拡大、観光とかをどう考えていくんだとい

う話とはまたちょっとベクトルの違う話なので１点だけなんですけれども、今後この町に企

業を誘致して、この町は物流とかでもほかの地区に引けをとらない町になりましたので、こ

の町に企業を誘致して、この町で働いてくださいという考え方と、そうではなくて、この町

に住むと大変住みやすいし、子育てもしやすいと、そういういろんないい面があるので、こ

の町に暮らしてくださいと。そのかわり、町の外に交通網が発達してきましたので、外で働

いてきていただいてもいいですよという、単純に２分化して話ができることではないと思う

のですけれども、どちらもあるのだろうと思います。

  町長として、この町の未来のあるべき姿というか、自分はこう考えるんだという思いがあれ

ば、お聞かせいただきたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 考え方は、どちらということではないと思います。いずれこういった南

三陸町に工場ができて、この町で仕事をしたいということで、こちらにお通いになる、それ

も一つの生活スタイル。それから、逆に登米市に工場があって、こちらに住んで登米市の工

場に通う、これも一つの生活スタイル。そういうのをいろんな意味で包含した形の中で、こ

の三陸縦貫道の位置づけというのはあるのだろうと思いますので、今、お話しありましたよ

うに、南三陸町の食の問題、おいしいものがあるよという点とか、あるいは子育てしやすい

とか、さまざまなそういう町の魅力を発信しながら、お互いに相互交通、相互交流といいま
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すか、そういうふうにできるような道路として位置づけするということが多分一番大事な点

なのだろうなと思っております。

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。

○１番（後藤伸太郎君） 今のお話にあるように、いかなる場合においても、出入り口をどのよ

うに考えていくのか、捉えていくのかということ、今後考えていかなければいけないことな

んですけれども、やはり最初に申し上げたとおり、この町が発展期にかかって、発展してい

くために、非常に重要なツールであると思いますので、従来以上の発想力と、そこにはもし

かしたら民間の知恵というものも必要かもしれません。そういうものを柔軟に取り入れなが

ら考えていっていただきたいなと思います。

  以上で１点目の質問を終わらせていただきます。

○議長（星 喜美男君） お待ちください。（「はい」の声あり）

  お諮りいたします。

  本日は議事の関係上、これにて延会することとし、明４日午前10時より本会議を開き、本日

の議事を継続することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本日は議事の関係上、これにて延会

することとし、明４日午前10時より本会議を開き、本日の議事を継続することといたします。

  本日はこれをもって延会といたします。

     午後３時３９分  延会


